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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ通信網に設けられる基地局の下位層と第１通信を行う第１通信部と、
　ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に設けられて
おり、前記基地局とバックホールを介して接続されたアクセスポイントと第２通信を行う
第２通信部と、
　前記基地局において前記下位層よりも上位に設けられるＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む上位層で分岐されるダウン
リンクトラフィックの通信を前記第１通信及び前記第２通信の双方を用いて行うセルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションを行う制御部とを備え、
　前記制御部は、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、前記第２通信を用い
ずに前記第１通信を用いてアップリンク制御信号の通信を行い、
　前記第１通信部は、前記第２通信に関する報告を前記第１通信によって前記基地局に通
知し、
　前記報告は、前記第２通信の接続失敗を示し、かつ、前記接続失敗の理由を含み、
　前記報告は、前記接続失敗の理由として、前記第２通信の無線環境に係る第１理由及び
前記第２通信の障害事象に関する第２理由を含み得る、ユーザ端末。
【請求項２】
　前記第１理由は、前記第２通信における周波数帯の干渉状況及び前記アクセスポイント
から受信する信号の強度の少なくともいずれか１つを含み、
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　前記第２理由は、前記第２通信における送受信の失敗及び前記アクセスポイントとの接
続の断絶の少なくともいずれか１つを含む、請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項３】
　前記報告は、前記第２通信に関する測定結果を含む、請求項１に記載のユーザ端末。
【請求項４】
　セルラ通信網に設けられる基地局の下位層と第１通信を行うステップＡと、
　ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に設けられて
おり、前記基地局とバックホールを介して接続されたアクセスポイントと第２通信を行う
ステップＢと、
　前記基地局において前記下位層よりも上位に設けられるＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む上位層で分岐されるダウン
リンクトラフィックの通信を前記第１通信及び前記第２通信の双方を用いて行うセルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションを行うステップＣとを備え、
　前記ステップＣは、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、前記第２通信を
用いずに前記第１通信を用いてアップリンク制御信号の通信を行うステップを含み、
　前記ステップＡは、前記第２通信に関する報告を前記第１通信によって前記基地局に通
知するステップを含み、
　前記報告は、前記第２通信の接続失敗を示し、かつ、前記接続失敗の理由を含み、
　前記報告は、前記接続失敗の理由として、前記第２通信の無線環境に係る第１理由及び
前記第２通信の障害事象に関する第２理由を含み得る、通信制御方法。
【請求項５】
　セルラ通信網に設けられる基地局の下位層と第１通信を行う第１通信部及びＷＬＡＮ（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）に設けられており、前記基
地局とバックホールを介して接続されたアクセスポイントと第２通信を行う第２通信部を
有するユーザ端末で用いるチップセットであって、
　前記基地局において前記下位層よりも上位に設けられるＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層を含む上位層で分岐されるダウン
リンクトラフィックの通信を前記第１通信及び前記第２通信の双方を用いて行うセルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションを行う制御部を備え、
　前記制御部は、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、前記第２通信を用い
ずに前記第１通信を用いてアップリンク制御信号の通信を行い、
　前記第１通信部は、前記第２通信に関する報告を前記第１通信によって前記基地局に通
知し、
　前記報告は、前記第２通信の接続失敗を示し、かつ、前記接続失敗の理由を含み、
　前記報告は、前記接続失敗の理由として、前記第２通信の無線環境に係る第１理由及び
前記第２通信の障害事象に関する第２理由を含み得る、チップセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、セルラ・ＷＬＡＮ無線インターワーキング技術をサポートするユーザ端末及
び基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ通信技術の標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で仕様が策定されているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、リリース１２以降において、セルラ・ＷＬＡＮ無
線インターワーキング技術をサポートする（非特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　このような技術では、ユーザ端末は、セルラ受信信号の受信電力又は受信品質に関する
判定条件及びＷＬＡＮに関する判定条件に基づいて、自ユーザ端末のトラフィックをセル
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ラ通信とＷＬＡＮ通信との間で切り替える端末主導型の切り替え制御を行う。判定条件は
、セルラネットワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）から指定
される閾値（ＲＡＮ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）により定められる
。
【０００４】
　また、セルラ・ＷＬＡＮ無線インターワーキング技術を高度化するために、同一データ
ベアラに属するトラフィックをセルラ通信及びＷＬＡＮ通信を併用して送受信する技術（
以下、「セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーション」という）の提案がなされている（非特許文
献３参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書　「Ｒ２－１４２１３０」
【非特許文献２】３ＧＰＰ寄書　「Ｒ２－１４２９４９」
【非特許文献３】３ＧＰＰ寄書　「ＲＰ－１４０７３８」
【発明の概要】
【０００６】
　そこで、本出願は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが導入された場合に効率的な制
御を実現可能なユーザ端末及び基地局を提供することを目的とする。
【０００７】
　一つの実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前
記ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信
及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中
に、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断する制御部を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るシステム構成を示す図である。
【図２】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るＵＥのブロック図である。
【図３】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るｅＮＢのブロック図である。
【図４】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るＡＰのブロック図である。
【図５】ＬＴＥ無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。
【図６】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るＵＥ主導型の切り替え制御の基本動作を
示す図である。
【図７】第１実施形態乃至第１１実施形態に係るセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基
本動作を示す図である。
【図８】第１実施形態乃至第１１実施形態に係る動作環境を示す図である。
【図９】特定のＷＬＡＮ識別子の指定方法の第１の例を示す図である。
【図１０】第１実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図１１】特定のＷＬＡＮ識別子の指定方法の第２の例を示す図である。
【図１２】第１実施形態の変更例１を示す図である。
【図１３】第２実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図１４】第３実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図１５】第４実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図１６】第５実施形態に係る動作を示す図である。
【図１７】第６実施形態に係るｅＮＢの動作を示す図である。
【図１８】第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１００が有するバッファを説明するための
図（その１）である。
【図１９】第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１００が有するバッファを説明するための
図（その２）である。
【図２０】第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１００が有するバッファを説明するための
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図（その３）である。
【図２１】第７実施形態に係る動作を示す図である。
【図２２】第８実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図２３】第９実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図２４】第１０実施形態に係るＵＥの動作を示す図である。
【図２５】セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［実施形態の概要］
　第９実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信及
び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中に
、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断する制御部を備える。
【００１０】
　第９実施形態では、前記制御部は、所定の判定条件に基づいて、前記ＷＬＡＮ通信から
前記セルラ通信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う。前記制御部は、前記所定の判
定条件が満たされた場合、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断す
る。
【００１１】
　第９実施形態では、前記制御部は、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生し
たと判断した場合、当該無線リンク障害に関する無線リンク障害報告を前記セルラ通信に
より基地局に送信する。
【００１２】
　第９実施形態では、前記制御部が前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生した
と判断した場合、当該無線リンク障害に関する無線リンク障害報告を前記セルラ通信によ
り基地局に送信する送信部をさらに備える。
【００１３】
　第９実施形態では、前記送信部は、前記ＷＬＡＮ通信における周波数帯の干渉状況、前
記ＷＬＡＮ通信における送受信の失敗、前記ＷＬＡＮ通信を行っているアクセスポイント
からの無線信号の受信強度、及び、前記アクセスポイントとの接続の断絶、の少なくとも
いずれか一つを理由として含む前記無線リンク障害報告を送信する。
【００１４】
　第９実施形態に係る基地局は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートするセルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型である、又は、前記ＷＬＡＮ通信をサポートするアクセスポイントと接続し
前記セルラ通信をサポートする基地局である。前記基地局は、同一の又は異なるデータベ
アラに属するデータを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ
・ＷＬＡＮアグリゲーションを制御する制御部と、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンを制御中に、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行するユーザ端末又は前記ア
クセスポイントから、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したことを示す無
線リンク障害報告を受信する受信部と、を備える。
【００１５】
　第９実施形態では、前記制御部は、前記無線リンク障害報告に基づいて、前記セルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションにおける前記ＷＬＡＮ通信用のデータベアラを解放するため情
報、又は、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおける前記ＷＬＡＮ通信用のデータ
ベアラを別のデータベアラに変更するための情報を前記アクセスポイント又は前記アクセ
スポイントを制御するノードに送信する制御を行う。
【００１６】
　第９実施形態では、前記無線リンク障害報告は、前記無線リンク障害が発生したと判断
された理由及び前記ＷＬＡＮ通信に関する最新の測定結果少なくともいずれかの情報を含
む。



(5) JP 6174263 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

【００１７】
　第９実施形態に係る基地局は、前記無線リンク障害報告を前記ユーザ端末から受信した
場合、前記ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したことを示す情報を前記アクセ
スポイントに送信する送信部をさらに備える。
【００１８】
　第９実施形態に係る基地局は、前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて前記Ｗ
ＬＡＮ通信により前記ユーザ端末に送信予定の下りデータを前記アクセスポイント又は前
記アクセスポイントを制御するノードに送信する送信部をさらに備える。前記受信部は、
前記無線リンク障害報告に基づいて、前記下りデータのうち未送信の下りデータを前記ア
クセスポイントから受信する。
【００１９】
　第９実施形態では、前記制御部は、前記無線リンク障害報告に基づいて、前記未送信の
下りデータの送信要求を前記アクセスポイントに送信する制御を行う。前記受信部は、前
記送信要求を受信した前記アクセスポイントから、前記未送信の下りデータを受信する。
【００２０】
　第９実施形態では、前記制御部は、前記アクセスポイントに送信済みの前記下りデータ
を削除済みの場合に、前記未送信の下りデータの送信要求を前記アクセスポイント又は前
記アクセスポイントを制御するノードに送信する制御を行う。
【００２１】
　第１実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、セルラ受信信号の受信電力又は受信品質に関する第１の判定条件及びＷＬ
ＡＮに関する第２の判定条件に基づいて、前記セルラ通信から前記ＷＬＡＮ通信に切り替
えるか否かの切り替え判定を行う制御部を備える。前記制御部は、セルラネットワークか
ら特定のＷＬＡＮ識別子が指定されており、かつ、前記特定のＷＬＡＮ識別子を含むＷＬ
ＡＮ受信信号を検出した場合、前記第１の判定条件に基づくことなく、前記第２の判定条
件に基づいて前記切り替え判定を行う。
【００２２】
　第１実施形態では、前記特定のＷＬＡＮ識別子は、前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通
信をサポートするセルラ・ＷＬＡＮ一体型の基地局に割り当てられているＷＬＡＮ識別子
である。
【００２３】
　第１実施形態では、前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信をサポートするセルラ・ＷＬ
ＡＮ一体型の基地局に割り当てられている特定のセル識別子が前記セルラネットワークか
ら通知されており、自ユーザ端末のＷＬＡＮ通信機能がオフである場合、前記制御部は、
前記特定のセル識別子を含むセルラ受信信号を検出したことに応じて、前記ＷＬＡＮ通信
機能をオンにする。
【００２４】
　第２実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、セルラ受信信号の受信電力又は受信品質を、セルラネットワークから指定
された閾値と比較することにより、前記セルラ通信から前記ＷＬＡＮ通信に切り替えるか
否かの切り替え判定を行う制御部を備える。前記制御部は、ＷＬＡＮ識別子ごとに前記閾
値が指定されている場合、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子に対応する前記閾
値を前記切り替え判定に使用する。
【００２５】
　第２実施形態に係る基地局は、セルラ受信信号の受信電力又は受信品質を、セルラネッ
トワークから指定された閾値と比較することにより、セルラ通信からＷＬＡＮ通信に切り
替えるか否かの切り替え判定を行うユーザ端末が在圏するセルを管理する。前記基地局は
、前記切り替え判定に使用される前記閾値をＷＬＡＮ識別子ごとに指定する制御部を備え
る。
【００２６】
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　第３実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、自ユーザ端末のトラフィックを前記セルラ通信と前記ＷＬＡＮ通信との間
で切り替える端末主導型の切り替え制御を行う制御部を備える。前記制御部は、セルラネ
ットワークから特定のＷＬＡＮ識別子が指定されている場合、前記特定のＷＬＡＮ識別子
について前記端末主導型の切り替え制御を無効とする。前記特定のＷＬＡＮ識別子は、同
一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通
信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートするノードに割り
当てられているＷＬＡＮ識別子である。
【００２７】
　第３実施形態では、前記特定のＷＬＡＮ識別子は、前記セルラネットワークから前記ユ
ーザ端末に送信されるＷＬＡＮ測定指示に含まれる。
【００２８】
　第４実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、自ユーザ端末のトラフィックを前記セルラ通信と前記ＷＬＡＮ通信との間
で切り替える端末主導型の切り替え制御を行う制御部を備える。前記制御部は、同一の又
は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併
用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中である場合、前記端末主導
型の切り替え制御を無効とする。
【００２９】
　第５実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信及
び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行する
制御部を備える。前記制御部は、前記セルラ通信のＭＡＣ層以下の第１のエンティティと
、前記ＷＬＡＮ通信のＭＡＣ層以下の第２のエンティティと、前記セルラ通信のＲＬＣ層
以上の第３のエンティティと、を含む。前記セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて
、前記第３のエンティティは、前記第２のエンティティを介さずに、前記第１のエンティ
ティを介して制御信号を基地局と送受信する。
【００３０】
　第５実施形態に係る基地局は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートするセルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型の基地局である。前記基地局は、同一の又は異なるデータベアラに属するト
ラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡ
Ｎアグリゲーションを実行する制御部を備える。前記制御部は、前記セルラ通信のＭＡＣ
層以下の第１のエンティティと、前記ＷＬＡＮ通信のＭＡＣ層以下の第２のエンティティ
と、前記セルラ通信のＲＬＣ層以上の第３のエンティティと、を含む。前記セルラ・ＷＬ
ＡＮアグリゲーションにおいて、前記第３のエンティティは、前記第２のエンティティを
介さずに、前記第１のエンティティを介して制御信号をユーザ端末と送受信する。
【００３１】
　第６実施形態及びその他実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と接続可能な基地局であ
る。前記基地局は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを、前記基地局
と前記ユーザ端末との間の第１の通信、及び、前記基地局と直接的なインターフェイスを
介して接続する他のノードと前記ユーザ端末との間の第２の通信、を併用して送受信する
通信方式を実行する制御部と、前記ユーザ端末の未送信データ量を示すバッファ状態報告
を前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備える。前記制御部は、前記バッファ状態報
告に基づいて、前記第１の通信の上りリンクにおいて前記ユーザ端末に割り当てる無線リ
ソースと前記第２の通信の上りリンクにおいて前記ユーザ端末に割り当てる無線リソース
との比率を決定する。
【００３２】
　第６実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１通信であるセルラ
通信、及び、前記他ノードであるアクセスポイントと前記ユーザ端末との間の前記第２の
通信であるＷＬＡＮ通信、を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションであ
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る。
【００３３】
　その他実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１通信である第１
のセルラ通信、及び、前記他ノードである他の基地局と前記ユーザ端末との間の前記第２
の通信である第２のセルラ通信、を併用して送受信する二重接続方式である。
【００３４】
　第６実施形態に係る基地局は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートするセルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型の基地局である。前記基地局は、同一の又は異なるデータベアラに属するト
ラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡ
Ｎアグリゲーションを実行する制御部と、ユーザ端末の未送信データ量を示すバッファ状
態報告を前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備える。前記制御部は、前記バッファ
状態報告に基づいて、前記セルラ通信の上りリンクにおいて前記ユーザ端末に割り当てる
無線リソースと前記ＷＬＡＮ通信の上りリンクにおいて前記ユーザ端末に割り当てる無線
リソースとの比率を決定する。
【００３５】
　第６実施形態及びその他実施形態に係るユーザ端末は、基地局と接続可能なユーザ端末
である。前記ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを、前
記基地局と前記ユーザ端末との間の第１の通信、及び、前記基地局と直接的なインターフ
ェイスを介して接続する他のノードと前記ユーザ端末との間の第２の通信、を併用して送
受信する通信方式を実行する制御部と、前記第１の通信における未送信データを記憶する
第１バッファとは別に、前記第２の通信における未送信データを記憶する第２バッファを
有する記憶部と、前記通信方式を実行中に、前記第１バッファ及び前記第２バッファに基
づいて、未送信データ量を示すバッファ状態報告を前記基地局に送信する送信部と、を備
える。
【００３６】
　第６実施形態及びその他実施形態では、前記送信部は、前記第１の通信及び前記第２の
通信の上りリンクにおける送信データ量に対する前記第１の通信の上りリンクにおける送
信データ量の比率に応じて補正された前記第１の通信における未送信データ量を示す前記
バッファ状態報告を前記基地局に送信する。
【００３７】
　第６実施形態及びその他実施形態では、前記送信部は、前記第１の通信における未送信
データ量及び前記第２の通信における未送信データ量を示す前記バッファ状態報告を前記
基地局に送信する。
【００３８】
　第６実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１の通信であるセル
ラ通信、及び、前記他ノードであるアクセスポイントと前記ユーザ端末との間の前記第２
の通信であるＷＬＡＮ通信、を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションで
ある。
【００３９】
　その他実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１の通信である第
１のセルラ通信、及び、前記他ノードである他の基地局と前記ユーザ端末との間の前記第
２の通信である第２のセルラ通信、を併用して送受信する二重接続方式である。
【００４０】
　第６実施形態及びその他実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と接続可能な基地局であ
る。前記基地局は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを、前記基地局
と前記ユーザ端末との間の第１の通信、及び、前記基地局と直接的なインターフェイスを
介して接続する他のノードと前記ユーザ端末との間の第２の通信、を併用して送受信する
通信方式を実行する制御部と、前記ユーザ端末に対して、前記第１の通信による前記ユー
ザ端末の送信データ量と前記第２の通信による前記ユーザ端末の送信データ量との比率で
ある上り送信比率を設定する制御情報を送信する送信部と、を備える。
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【００４１】
　第６実施形態及びその他実施形態では、前記制御部は、前記アクセスポイントのスルー
プットを推定可能な情報に基づいて、前記上り送信比率を決定する。
【００４２】
　第６実施形態及びその他実施形態では、前記送信部は、前記基地局から受信した前記制
御情報に基づいて前記上り送信比率を設定する第１モードと、前記上り送信比率を自律的
に設定する第２モードと、を切り替え可能なユーザ端末に対して、前記第１モードと前記
第２モードとの切り替えに関する制御情報を送信する。
【００４３】
　第６実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１通信であるセルラ
通信、及び、前記他ノードであるアクセスポイントと前記ユーザ端末との間の前記第２の
通信であるＷＬＡＮ通信、を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションであ
る。
【００４４】
　その他実施形態では、前記通信方式は、前記トラフィックを、前記第１通信である第１
のセルラ通信、及び、前記他ノードである他の基地局と前記ユーザ端末との間の前記第２
の通信である第２のセルラ通信、を併用して送受信する二重接続方式である。
【００４５】
　第６実施形態及びその他実施形態に係るユーザ端末は、基地局と接続可能なユーザ端末
である。前記ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを、前
記基地局と前記ユーザ端末との間の第１の通信、及び、前記基地局と直接的なインターフ
ェイスを介して接続する他のノードとの前記ユーザ端末との間の第２の通信、を併用して
送受信する通信方式を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記通信方式を実行中に
、前記第１の通信の下りリンクにおいて受信に成功したデータユニットの数と前記第２の
通信の下りリンクにおいて受信に成功したデータユニットの数とに基づいて、前記第１の
通信の上りリンクにおける送信データ量と前記第２の通信の上りリンクにおける送信デー
タ量との比率を決定する。
【００４６】
　第６実施形態及びその他実施形態に係る基地局は、ユーザ端末と接続可能な基地局であ
る。前記基地局は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを、前記基地局
と前記ユーザ端末との間の第１の通信、及び、前記基地局と直接的なインターフェイスを
介して接続する他のノードとの前記ユーザ端末との間の第２の通信、を併用して送受信す
る通信方式を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記ユーザ端末が前記通信方式を
実行中である場合、前記第１の通信によって受信に成功した前記ユーザ端末からのデータ
ユニットの数と前記第２の通信によって受信に成功した前記ユーザ端末からのデータユニ
ットの数とに基づいて、前記第１の通信による前記ユーザ端末への送信データ量と前記第
２の通信による前記ユーザ端末への送信データ量との比率を決定する。
【００４７】
　第７実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートするユーザ
端末である。前記ユーザ端末は、前記ＷＬＡＮ通信におけるＱｏＳが満たされないことを
示す通知を基地局に送信する送信部と、前記通知に応じて前記基地局から送信される設定
情報に基づいて、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信
及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始す
る制御部と、を備える。
【００４８】
　第８実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前記
ユーザ端末は、セルラに関する第１の判定条件及びＷＬＡＮに関する第２の判定条件に基
づいて、前記セルラ通信から前記ＷＬＡＮ通信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う
制御部を備える。前記制御部は、セルラに関する第３の判定条件及びＷＬＡＮに関する第
４の判定条件に基づいて、前記ＷＬＡＮ通信から前記セルラ通信に切り替えるか否かの切
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り替え判定を行う。前記制御部は、前記第２の判定条件の少なくとも一部及び前記第３の
判定条件の少なくとも一部が満たされた場合、同一の又は異なるデータベアラに属するト
ラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡ
Ｎアグリゲーションを有効とする。
【００４９】
　第１０実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前
記ユーザ端末は、同一の又は異なるデータベアラに属するトラフィックを前記セルラ通信
及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容又
は禁止される契約者クラスを示す契約者クラス情報をセルラネットワークから受信する受
信部と、前記契約者クラス情報と自ユーザ端末の契約者クラスとに基づいて、前記セルラ
・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容されるか否かを判断する制御部と、を備える。
【００５０】
　第１１実施形態に係るユーザ端末は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートする。前
記ユーザ端末は、自ユーザ端末のトラフィックを前記セルラ通信と前記ＷＬＡＮ通信との
間で切り替える端末主導型の切り替え制御を行う制御部を備える。前記制御部は、セルラ
ネットワークから特定のＷＬＡＮ識別子が指定されており、前記特定のＷＬＡＮ識別子に
対応する前記ＷＬＡＮ通信に切り替えた場合、前記セルラ通信により、切り替え通知を基
地局に送信する。前記特定のＷＬＡＮ識別子は、同一の又は異なるデータベアラに属する
トラフィックを前記セルラ通信及び前記ＷＬＡＮ通信を併用して送受信するセルラ・ＷＬ
ＡＮアグリゲーションをサポートするノードに割り当てられているＷＬＡＮ識別子である
。
【００５１】
　［第１実施形態］
　以下、図面を参照して、３ＧＰＰ規格に準拠して構成されるセルラ通信システムである
ＬＴＥシステムを無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）システムと連携させる場合の実施形態を説明す
る。
【００５２】
　（システム構成）
　図１は、第１実施形態に係るシステム構成を示す図である。図１に示すように、ＬＴＥ
システムは、複数のＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００と、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（
Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）１０と、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）２０と、を含
む。
【００５３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、セルラＲＡＮに相当する。ＥＰＣ２０は、コアネットワークに
相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０は、ＬＴＥシステムのネットワークを構成
する。
【００５４】
　ＵＥ１００は、移動型の無線通信装置である。ＵＥ１００はユーザ端末に相当する。Ｕ
Ｅ１００は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信の両通信方式をサポートする端末（デュアル端
末）である。
【００５５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数のｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む
。ｅＮＢ２００は基地局に相当する。ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理しており
、自セルに在圏するＵＥ１００との無線通信を行う。「セル」は、無線通信エリアの最小
単位を示す用語として使用される他に、ＵＥ１００との無線通信を行う機能（リソース）
を示す用語としても使用される。ｅＮＢ２００は、無線リソース管理（ＲＲＭ）機能、ユ
ーザデータのルーティング機能、モビリティ制御及びスケジューリングのための測定制御
機能等を有する。
【００５６】
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　ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２００は、
Ｓ１インターフェイスを介して、ＥＰＣ２０に含まれるＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）５０
０と接続される。
【００５７】
　ＥＰＣ２０は、複数のＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５００を含む。ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する
各種モビリティ制御等を行うネットワークノードであり、制御局に相当する。Ｓ－ＧＷは
、ユーザデータの転送制御を行うネットワークノードであり、交換局に相当する。
【００５８】
　ＷＬＡＮ３０は、ＷＬＡＮアクセスポイント（以下「ＡＰ」という）３００を含む。Ａ
Ｐ３００は、例えばＬＴＥシステムのネットワーク・オペレータにより管理されるＡＰ（
Ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ＡＰ）である。
【００５９】
　ＷＬＡＮ３０は、例えばＩＥＥＥ　８０２．１１諸規格に準拠して構成される。ＡＰ３
００は、セルラ周波数帯とは異なる周波数帯でＵＥ１００とのＷＬＡＮ通信を行う。一般
的に、ＷＬＡＮ通信はアンライセンスドバンドで行われる。セルラ通信は、ライセンスド
バンドで行われる。ＡＰ３００は、ルータ等を介してＥＰＣ２０に接続される。
【００６０】
　ｅＮＢ２００及びＡＰ３００が個別のノードである場合に限らず、ｅＮＢ２００及びＡ
Ｐ３００が同一のノードとして一体化（Ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄ）されていてもよい。セル
ラ通信及びＷＬＡＮ通信をサポートするセルラ・ＷＬＡＮ一体型のｅＮＢ２００（以下、
「セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００」という）の構成については後述する。
【００６１】
　或いは、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００が直接的なインターフェイスを介して相互接続さ
れていてもよい。
【００６２】
　ＥＰＣ２０は、ＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａ
ｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）サーバをさらに含んでもよい。ＡＮＤＳ
Ｆサーバは、ＷＬＡＮ３０に関するＡＮＤＳＦ情報を管理する。ＡＮＤＳＦサーバは、Ｗ
ＬＡＮ３０に関するＡＮＤＳＦ情報をＵＥ１００に提供する。
【００６３】
　次に、ＵＥ１００、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００の構成を説明する。
【００６４】
　図２は、ＵＥ１００のブロック図である。図２に示すように、ＵＥ１００は、アンテナ
１０１及び１０２と、セルラ送受信機１１１と、ＷＬＡＮ送受信機１１２と、ユーザイン
ターフェイス１２０と、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌ
ｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１３０と、バッテリ１４０と、メモリ１５０と、プロセッ
サ１６０と、を含む。メモリ１５０及びプロセッサ１６０は、制御部を構成する。ＵＥ１
００は、ユーザインターフェイス１２０及びＧＮＳＳ受信機１３０を有していなくてもよ
い。また、メモリ１５０をプロセッサ１６０と一体化し、このセット（すなわち、チップ
セット）をプロセッサ１６０’としてもよい。
【００６５】
　アンテナ１０１及びセルラ送受信機１１１は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。
セルラ送受信機１１１は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号をセルラ無線信
号に変換してアンテナ１０１から送信する。また、セルラ送受信機１１１は、アンテナ１
０１が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ１６０に出力す
る。
【００６６】
　アンテナ１０２及びＷＬＡＮ送受信機１１２は、ＷＬＡＮ無線信号の送受信に用いられ
る。ＷＬＡＮ送受信機１１２は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号をＷＬＡ
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Ｎ無線信号に変換してアンテナ１０２から送信する。また、ＷＬＡＮ送受信機１１２は、
アンテナ１０２が受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ１
６０に出力する。
【００６７】
　ユーザインターフェイス１２０は、ＵＥ１００を所持するユーザとのインターフェイス
であり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタン等を含む。ユーザイ
ンターフェイス１２０は、ユーザからの入力を受け付けて、該入力の内容を示す信号をプ
ロセッサ１６０に出力する。ＧＮＳＳ受信機１３０は、ＵＥ１００の地理的位置を示す位
置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をプロセッサ１６０に出力
する。バッテリ１４０は、ＵＥ１００の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
【００６８】
　メモリ１５０は、プロセッサ１６０によって実行されるプログラムと、プロセッサ１６
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ１６０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ１５０に記憶
されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ１６０は、
さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ１
６０は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００６９】
　図３は、ｅＮＢ２００のブロック図である。図３に示すように、ｅＮＢ２００は、アン
テナ２０１と、セルラ送受信機２１１と、ネットワークインターフェイス２２０と、メモ
リ２３０と、プロセッサ２４０と、を含む。メモリ２３０及びプロセッサ２４０は、制御
部を構成する。また、メモリ２３０をプロセッサ２４０と一体化し、このセット（すなわ
ち、チップセット）をプロセッサとしてもよい。
【００７０】
　アンテナ２０１及びセルラ送受信機２１１は、セルラ無線信号の送受信に用いられる。
セルラ送受信機２１１は、プロセッサ２４０が出力するベースバンド信号をセルラ無線信
号に変換してアンテナ２０１から送信する。また、セルラ送受信機２１１は、アンテナ２
０１が受信するセルラ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ２４０に出力す
る。
【００７１】
　ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ５００と接続される。
ネットワークインターフェイス２２０は、直接的なインターフェイスを介してＡＰ３００
と接続されていてもよい。
【００７２】
　メモリ２３０は、プロセッサ２４０によって実行されるプログラムと、プロセッサ２４
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ２４０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ２３０に記憶
されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ２４０は、
後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００７３】
　ｅＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型である場合、ｅＮＢ２００は、アンテナ２０２
と、ＷＬＡＮ送受信機２１２と、をさらに含む。アンテナ２０２及びＷＬＡＮ送受信機２
１２は、ＷＬＡＮ無線信号の送受信に用いられる。ＷＬＡＮ送受信機２１２は、プロセッ
サ２４０が出力するベースバンド信号をＷＬＡＮ無線信号に変換してアンテナ２０２から
送信する。また、ＷＬＡＮ送受信機２１２は、アンテナ２０２が受信するＷＬＡＮ無線信
号をベースバンド信号に変換してプロセッサ２４０に出力する。
【００７４】
　図４は、ＡＰ３００のブロック図である。図４に示すように、ＡＰ３００は、アンテナ
３０１と、ＷＬＡＮ送受信機（ＷＬＡＮ通信部）３１１と、ネットワークインターフェイ
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ス３２０と、メモリ３３０と、プロセッサ３４０と、を有する。メモリ３３０をプロセッ
サ３４０と一体化し、このセット（すなわち、チップセット）をプロセッサとしてもよい
。
【００７５】
　アンテナ３０１及びＷＬＡＮ送受信機３１１は、ＷＬＡＮ無線信号の送受信に用いられ
る。ＷＬＡＮ送受信機３１１は、プロセッサ３４０が出力するベースバンド信号をＷＬＡ
Ｎ無線信号に変換してアンテナ３０１から送信する。また、ＷＬＡＮ送受信機３１１は、
アンテナ３０１が受信するＷＬＡＮ無線信号をベースバンド信号に変換してプロセッサ３
４０に出力する。
【００７６】
　ネットワークインターフェイス３２０は、直接的なインターフェイスを介してｅＮＢ２
００と接続される。
【００７７】
　メモリ３３０は、プロセッサ３４０によって実行されるプログラムと、プロセッサ３４
０による処理に使用される情報と、を記憶する。プロセッサ３４０は、ベースバンド信号
の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリ３３０に記憶
されるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を有する。プロセッサ３４０は
、後述する各種の処理を実行する。
【００７８】
　図５は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図５に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されており、第１層は物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）層を含む。
【００７９】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００８０】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理等を
行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との間では、トランスポートチャ
ネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２００のＭＡＣ層は、上下
リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方
式）及びＵＥ１００への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
【００８１】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
ユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００８２】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００８３】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のための制御信号（ＲＲＣメッセージ
）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネ
ル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅＮ
Ｂ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００はＲＲＣコネクテ
ィッド状態であり、そうでない場合、ＵＥ１００はＲＲＣアイドル状態である。
【００８４】
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　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理等を行う。ＭＭＥ３００は、ＮＡＳメッセージをＵＥ１
００と送受信する。
【００８５】
　また、ＬＴＥシステムでは、下りリンクにはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンクに
はＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。
【００８６】
　無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成される。各サブフレーム
は、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは１ｍｓであり
、各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソ
ースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロック
は、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。ＵＥ１００に割り当てられる無線リソー
ス（時間・周波数リソース）のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき
、時間リソースはサブフレーム（又はスロット）により特定できる。
【００８７】
　（端末主導型の切り替え制御の基本動作）
　３ＧＰＰのリリース１２以降において、セルラ・ＷＬＡＮ無線インターワーキング技術
がサポートされている（非特許文献１及び２参照）。このような技術では、ＲＲＣコネク
ティッド状態又はＲＲＣアイドル状態のＵＥ１００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０とＷＬＡＮ３
０との間で双方向のトラフィック切り替え（トラフィック・ステアリング）を行う。
【００８８】
　当該トラフィック切り替えは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０の補助により、ＵＥ１００主導（Ｕ
Ｅ　ｂａｓｅｄ）で行われる。また、当該トラフィック切り替えは、ＡＰＮ（Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ）単位で行われる。以下において、このような切り替え制御を
「ＵＥ主導型の切り替え制御」と称する。
【００８９】
　図６は、ＵＥ主導型の切り替え制御の基本動作を示す図である。
【００９０】
　図６に示すように、ステップＳ１１において、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ブロードキャス
トＲＲＣシグナリング又は個別（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）ＲＲＣシグナリングにより、補助
情報（ＲＡＮ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）をＵＥ１００に送信する
。ブロードキャストＲＲＣシグナリングは、例えばＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）である。個別ＲＲＣシグナリングは、例えばＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージである。
【００９１】
　補助情報は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ信号強度（受信電力）閾値及び品質閾値、ＷＬＡＮチャネ
ル使用率閾値、ＷＬＡＮバックホールデータレート閾値、ＷＬＡＮ信号強度（受信電力）
閾値及び品質閾値等を含む。補助情報は、ＵＥ主導型の切り替え制御の対象となるＷＬＡ
Ｎ識別子を含んでもよい。ＷＬＡＮ識別子は、ＳＳＩＤ、ＢＳＳＩＤ、ＨＥＳＳＩＤ等で
ある。補助情報は、閾値（判定条件）が満たされるべき期間を指定するパラメータを含ん
でもよい。
【００９２】
　ＵＥ主導型の切り替え制御をサポートするＵＥ１００は、補助情報を受信し、受信した
補助情報を記憶する。ＵＥ１００は、セル再選択又はハンドオーバを行う際に、記憶して
いる補助情報を破棄してもよい。
【００９３】
　ステップＳ１２において、ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を行う。
【００９４】
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　先ず、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え、すなわち、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０から
ＷＬＡＮ３０への切り替えの一例について説明する。ＵＥ１００は、セルラに関する第１
の判定条件及びＷＬＡＮに関する第２の判定条件に基づいて、セルラ通信からＷＬＡＮ通
信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う。具体的には、第１の判定条件及び第２の判
定条件の両方が満たされた場合、ＵＥ１００は、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替
えを行う。
【００９５】
　第１の判定条件は、Ｅ－ＵＴＲＡＮサービングセルに対する以下の条件である。
【００９６】
　RSRPmeas　<　ThreshServingOffloadWLAN,　LowP;　or
　RSRQmeas　<　ThreshServingOffloadWLAN,　LowQ;　
【００９７】
　ここで、「ＲＳＲＰｍｅａｓ」はＵＥ１００で測定するセルラ受信信号の受信電力、す
なわち参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）である。「ＲＳＲＱｍｅａｓ」はＵＥ１００で測定
するセルラ受信信号の受信品質、すなわち参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）である。「Ｔｈ
ｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅ

ｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」は、補助情報に含まれており、ＷＬＡ
Ｎ３０に切り替えるための閾値である。
【００９８】
　第２の判定条件は、ターゲットＷＬＡＮに対する以下の条件である。
【００９９】
　ChannelUtilizationWLAN　<　ThreshChUtilWLAN,　Low;　and
　BackhaulRateDlWLAN　>　ThreshBackhRateDLWLAN,　High;　and
　BackhaulRateUlWLAN　>　ThreshBackhRateULWLAN,　High;　and　
　BeaconRSSI　>　ThreshBeaconRSSIWLAN,　High;　
【０１００】
　ここで、「ＣｈａｎｎｅｌＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＷＬＡＮ」はＷＬＡＮビーコン又は
プローブ応答に含まれており、ＷＬＡＮチャネル使用率、すなわちＷＬＡＮ無線負荷レベ
ルを示す。「ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅＤｌＷＬＡＮ」及び「ＢａｃｋｈａｕｌＲａｔｅ
ＵｌＷＬＡＮ」は、ＡＮＱＰ（Access　Network　Query　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により提供
され、ＷＬＡＮバックホールの利用可能伝送レート、すなわちＷＬＡＮバックホール負荷
レベルを示す。「ＢｅａｃｏｎＲＳＳＩは、ＵＥ１００で測定するビーコン信号の受信信
号強度を示す。「ThreshChUtilWLAN,　Low」、「ThreshBackhRateDLWLAN,　High」、「Th
reshBackhRateULWLAN,　High」、「ThreshBeaconRSSIWLAN,　High」は、補助情報に含ま
れており、ＷＬＡＮ３０に切り替えるための閾値である。
【０１０１】
　次に、ＷＬＡＮ通信からセルラ通信への切り替え、すなわち、ＷＬＡＮ３０からＥ－Ｕ
ＴＲＡＮ１０への切り替えの一例について説明する。ＵＥ１００は、セルラに関する第３
の判定条件及びＷＬＡＮに関する第４の判定条件に基づいて、ＷＬＡＮ通信からセルラ通
信に切り替えるか否かの切り替え判定を行う。具体的には、第３の判定条件又は第４の判
定条件の一方が満たされた場合、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信からセルラ通信への切り替
えを行う。
【０１０２】
　第３の判定条件は、Ｅ－ＵＴＲＡＮターゲットセルに対する以下の条件である。
【０１０３】
　RSRPmeas　>　ThreshServingOffloadWLAN,　HighP;　and
　RSRQmeas　>　ThreshServingOffloadWLAN,　HighQ;
【０１０４】
　ここで、「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＨｉｇｈＰ」及び
「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＨｉｇｈＱ」は、補助情報に
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含まれており、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に切り替えるための閾値である。
【０１０５】
　第４の判定条件は、ソースＷＬＡＮに対する以下の条件である。
【０１０６】
　ChannelUtilizationWLAN　>　ThreshChUtilWLAN,　High;　or
　BackhaulRateDlWLAN　<　ThreshBackhRateDLWLAN,　Low;　or
　BackhaulRateUlWLAN　<　ThreshBackhRateULWLAN,　Low;　or
　BeaconRSSI　<　ThreshBeaconRSSIWLAN,　Low;
【０１０７】
　ここで、「ThreshChUtilWLAN,　High」、「ThreshBackhRateDLWLAN,　Low」、「Thresh

BackhRateULWLAN,　Low」、「ThreshBeaconRSSIWLAN,　Low」は、補助情報に含まれてお
り、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に切り替えるための閾値である。
【０１０８】
　（セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作）
　セルラ・ＷＬＡＮ無線インターワーキング技術を高度化するために、同一データベアラ
に属するトラフィックをセルラ通信及びＷＬＡＮ通信を併用して送受信する技術（セルラ
・ＷＬＡＮアグリゲーション）の提案がなされている（非特許文献３参照）。これにより
、動的なセルラ・ＷＬＡＮ無線インターワーキングを可能とし、スループットの増大を図
ることができる。このような技術では、セルラ・ＷＬＡＮ一体型（Ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄ
）のｅＮＢ２００の使用が想定される。
【０１０９】
　図７は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作を示す図である。図７において
、送信側（Ｔｘ）は、ＵＥ１００及びセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のうち一方で
ある。受信側（Ｒｘ）は、ＵＥ１００及びセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のうち他
方である。
【０１１０】
　セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、ＵＥ１００は、セルラ通信のＭＡＣ層以
下の第１のエンティティ４１０と、ＷＬＡＮ通信のＭＡＣ層以下の第２のエンティティ４
２０と、セルラ通信のＲＬＣ層以上の第３のエンティティ４３０と、を含む。第３のエン
ティティ４３０は、ＲＬＣ層及びＰＤＣＰ層だけでなく、ＲＲＣ層を含んでもよい。第２
のエンティティ４２０と第３のエンティティ４３０との間には、ＷＬＡＮ　ＭＡＣ層とＬ
ＴＥ　ＲＬＣ層との間でプロトコル変換を行う第４のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＲＬＣ　
ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）４４０が設けられてもよい。
【０１１１】
　同様に、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ
２００は、セルラ通信のＭＡＣ層以下の第１のエンティティ４１０と、ＷＬＡＮ通信のＭ
ＡＣ層以下の第２のエンティティ４２０と、セルラ通信のＲＬＣ層以上の第３のエンティ
ティ４３０と、を含む。第３のエンティティ４３０は、ＲＬＣ層及びＰＤＣＰ層だけでな
く、ＲＲＣ層を含んでもよい。第２のエンティティ４２０と第３のエンティティ４３０と
の間には、ＷＬＡＮ　ＭＡＣ層とＬＴＥ　ＲＬＣ層との間でプロトコル変換を行う第４の
エンティティ（ＷＬＡＮ　ＲＬＣ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）４４０が設けられてもよい。
【０１１２】
　次に、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００を送信側、ＵＥ１００を受信側と仮定して
、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作を説明する。但し、このような下りリン
ク動作に限らず、逆方向の動作（上りリンク動作）が行われてもよい。
【０１１３】
　図７に示すように、送信側であるセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００において、第３
のエンティティ４３０Ｔは、データベアラ（ＤＲＢ：Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅ
ｒ）１に属するトラフィック（ユーザデータ）Ｄ１を処理する。そして、トラフィックＤ
１の一部を第１のエンティティ４１０Ｔに提供し、トラフィックＤ１の残りを第２のエン
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ティティ４２０Ｔに提供する。第１のエンティティ４１０Ｔは、第３のエンティティ４３
０Ｔから提供されたトラフィックＤ２を処理し、トラフィックＤ２をセルラ通信により送
信する。これに対し、第２のエンティティ４２０Ｔは、第３のエンティティ４３０Ｔから
提供されたトラフィックＤ３を処理し、トラフィックＤ３をＷＬＡＮ通信により送信する
。
【０１１４】
　受信側であるＵＥ１００において、第１のエンティティ４１０Ｒは、セルラ通信により
トラフィックＤ２を受信し、トラフィックＤ２を処理して第３のエンティティ４３０Ｒに
提供する。これに対し、第２のエンティティ４２０Ｒは、ＷＬＡＮ通信によりトラフィッ
クＤ３を受信し、トラフィックＤ３を処理して第３のエンティティ４３０Ｒに提供する。
第３のエンティティ４３０Ｒは、第１のエンティティ４１０Ｒから提供されたトラフィッ
クＤ２及び第２のエンティティ４２０Ｒから提供されたトラフィックＤ３から、トラフィ
ックＤ１を再構成し、トラフィックＤ１を処理して上位レイヤ（アプリケーション層等）
に提供する。
【０１１５】
　以下においては、ｅＮＢ２００のうちセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のみがセル
ラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートする一例を主として説明する。しかしながら、
別ノードであるｅＮＢ２００及びＡＰ３００を直接的なインターフェイスを介して接続し
、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００の組み合わせによりセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
サポートしてもよい。
【０１１６】
　また、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの他の例については、その他の実施形態で説
明する。
【０１１７】
　（動作環境）
　図８は、第１実施形態に係る動作環境を示す図である。
【０１１８】
　図８に示すように、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００は、ＬＴＥカバレッジエリア
及びＷＬＡＮカバレッジエリアを形成する。ＬＴＥカバレッジエリアは、小セルに相当す
るカバレッジサイズである。小セルは、フェムトセルであってもよく、ピコセルであって
もよい。ＬＴＥカバレッジエリアは、ＷＬＡＮカバレッジエリアよりも広い。
【０１１９】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮカバレッジエリア外、かつ、ＬＴＥカバレッジエリア内に位置
している。ＵＥ１００は、ＮＢ２００のセルをサービングセルとして選択している。ＵＥ
１００は、上述したＵＥ主導型の切り替え制御を行う。
【０１２０】
　ここで、セルラ通信からＷＬＡＮ通信に切り替えるか否かの切り替え判定において、Ｕ
Ｅ１００は、第１の判定条件が満たされなければ、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り
替えを行わない。第１の判定条件は、セルラ通信の無線状態が良好ではないことを示す。
【０１２１】
　図８の破線で示す円の内側は、セルラ通信の無線状態が良好な領域、すなわち、第１の
判定条件が満たされない領域である。ＷＬＡＮカバレッジエリアは図８の破線で示す円の
内側に存在している。よって、ＷＬＡＮカバレッジエリアにおいて第１の判定条件が満た
されることが困難であり、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のＷＬＡＮは殆ど使用さ
れないことになる。そこで、第１実施形態では、以下の動作により、このような問題を解
決する。
【０１２２】
　（第１実施形態に係る動作）
　ＵＥ１００は、セルラネットワークから特定のＷＬＡＮ識別子が指定されており、かつ
、特定のＷＬＡＮ識別子を含むＷＬＡＮ受信信号を検出した場合、第１の判定条件に基づ
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くことなく、第２の判定条件に基づいて切り替え判定を行う。第１実施形態では、特定の
ＷＬＡＮ識別子は、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００に割り当てられているＷＬＡＮ
識別子である。
【０１２３】
　特定のＷＬＡＮ識別子は、上述した補助情報（ブロードキャストＲＲＣシグナリング又
は個別ＲＲＣシグナリング）に含まれていてもよい。或いは、特定のＷＬＡＮ識別子は、
ＡＮＤＳＦサーバから提供されてもよい。
【０１２４】
　以下においては、ブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングに
より特定のＷＬＡＮ識別子を指定する一例を説明する。この場合、ＵＥ１００は、ブロー
ドキャストＲＲＣシグナリングよりも個別ＲＲＣシグナリングを優先して適用することが
好ましい。
【０１２５】
　当該ブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングは、セルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００により送信されてもよい。或いは、当該ブロードキャストＲＲ
Ｃシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングは、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００と
少なくとも一部が重複するセルを管理する他のｅＮＢ２００により送信されてもよい。
【０１２６】
　図９は、特定のＷＬＡＮ識別子の指定方法の第１の例を示す図である。図９に示すよう
に、セルラネットワークは、特定のＷＬＡＮ識別子のリストをＵＥ１００に提供する。第
１実施形態では、当該リストは、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００に割り当てられて
いるＷＬＡＮ識別子のリストである。ＵＥ１００は、ブロードキャストＲＲＣシグナリン
グ又は個別ＲＲＣシグナリングにより送信された特定のＷＬＡＮ識別子を受信し、受信し
た特定のＷＬＡＮ識別子を記憶する。
【０１２７】
　図１０は、第１実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。ここでは、ＵＥ１０
０が既に特定のＷＬＡＮ識別子を記憶していると仮定する。
【０１２８】
　図１０に示すように、ステップＳ１０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ信号を受信
する。ＷＬＡＮ信号は、ＷＬＡＮビーコン又はプローブ応答等である。
【０１２９】
　ステップＳ１０２において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別
子が特定のＷＬＡＮ識別子であるか否かを確認する。
【０１３０】
　ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子でない場合、ステ
ップＳ１０３において、ＵＥ１００は、第１の判定条件及び第２の判定条件の両方に基づ
いて、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行う。
【０１３１】
　一方、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子である場合
、ステップＳ１０４において、ＵＥ１００は、第１の判定条件に基づくことなく、第２の
判定条件に基づいて、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行う。つまり、第
１の判定条件を適用せずに切り替え判定を行う。
【０１３２】
　このような動作を図８の動作環境を例に説明する。特定のＷＬＡＮ識別子を記憶してい
るＵＥ１００がＷＬＡＮカバレッジエリアに移動した場合を想定する。
【０１３３】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮカバレッジエリアにおいて、特定のＷＬＡＮ識別子を含むＷＬ
ＡＮ無線信号を受信する。ＵＥ１００は、当該特定のＷＬＡＮ識別子を含むＷＬＡＮ受信
信号を検知し、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行う。ＵＥ１００は、第
１の判定条件に基づくことなく、第２の判定条件に基づいて切り替え判定を行う。これに
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より、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のＷＬＡＮが使用され易くなる。
【０１３４】
　図１１は、特定のＷＬＡＮ識別子の指定方法の第２の例を示す図である。
【０１３５】
　図１１に示すように、セルラネットワークは、ＷＬＡＮ識別子のリストと、当該ＷＬＡ
Ｎ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子であることを示すフラグと、をＵＥ１００に提供する。
当該フラグは、例えば１ビットの情報（Ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
である。
【０１３６】
　［第１実施形態の変更例１］
　図１２は、第１実施形態の変更例１を示す図である。
【０１３７】
　図１２に示すように、セルラネットワークは、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００に
割り当てられているＷＬＡＮ識別子をＵＥ１００に提供する際に、セルラ・ＷＬＡＮ一体
型ｅＮＢ２００に割り当てられているセル識別子（特定のセル識別子）をＵＥ１００に提
供する。セル識別子は、物理セル識別子（ＰＣＩ）である。或いは、セル識別子は、ＥＵ
ＴＲＡＮセル・グローバル識別子（ＥＣＧＩ）であってもよい。
【０１３８】
　例えば、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００と少なくとも一部が重複するセルを管理
する他のｅＮＢ２００がブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリン
グにより特定のセル識別子を通知する。ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２
００に割り当てられている特定のセル識別子がセルラネットワークから通知されており、
自ＵＥ１００のＷＬＡＮ通信機能がオフである場合、当該特定のセル識別子を含むセルラ
受信信号を検出したことに応じて、ＷＬＡＮ通信機能をオンにする。
【０１３９】
　このような動作を図８の動作環境を例に説明する。特定のセル識別子を記憶しているＵ
Ｅ１００が、ＬＴＥカバレッジエリアに移動した場合を想定する。ＵＥ１００は、ＬＴＥ
カバレッジエリアにおいて、特定のセル識別子を含むセルラ無線信号を受信する。ＵＥ１
００は、当該特定のセル識別子を含むセルラ受信信号を検知し、自ＵＥ１００のＷＬＡＮ
通信機能をオフからオンに切り替える。これにより、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２０
０のＷＬＡＮが使用され易くなる。
【０１４０】
　［第１実施形態の変更例２］
　上述した第１実施形態では、特定のＷＬＡＮ識別子として、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅ
ＮＢ２００に割り当てられているＷＬＡＮ識別子を例示した。
【０１４１】
　しかしながら、特定のＷＬＡＮ識別子は、ｅＮＢ２００の近傍のＡＰ３００に割り当て
られたＷＬＡＮ識別子であってもよい。ｅＮＢ２００の近傍とは、例えば図８の破線で示
す円の内側の範囲を指す。
【０１４２】
　本変更例によれば、ｅＮＢ２００の近傍のＡＰ３００が使用され易くなる。
【０１４３】
　［第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。第２実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０１４４】
　以下において、第２実施形態に係る動作について、第１実施形態に係る動作との相違点
を主として説明する。
【０１４５】
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　第２実施形態では、セルラネットワーク（ｅＮＢ２００又はＡＮＤＳＦサーバ）は、切
り替え判定に使用される閾値をＷＬＡＮ識別子ごとに指定する。例えば、ｅＮＢ２００は
、ブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングにより、複数のＷＬ
ＡＮ識別子と、当該複数のＷＬＡＮ識別子のそれぞれに対応する閾値からなる複数の閾値
と、を送信する。
【０１４６】
　当該ブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングは、セルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００により送信されてもよい。或いは、当該ブロードキャストＲＲ
Ｃシグナリング又は個別ＲＲＣシグナリングは、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００と
少なくとも一部が重複するセルを管理する他のｅＮＢ２００により送信されてもよい。
【０１４７】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ識別子ごとの閾値を受信し、ＷＬＡＮ識別子ごとの閾値を記憶
する。ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ識別子ごとに閾値が指定されている場合、ＷＬＡＮ受信信
号に含まれるＷＬＡＮ識別子に対応する閾値を切り替え判定に使用する。
【０１４８】
　図１３は、第２実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。ここでは、ＵＥ１０
０がＷＬＡＮ識別子ごとに閾値を記憶していると仮定する。また、閾値として、第１の判
定条件における「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及
び「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」を想定する。
【０１４９】
　図１３に示すように、ステップＳ２０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ信号を受信
する。ＷＬＡＮ信号は、ＷＬＡＮビーコン又はプローブ応答等である。
【０１５０】
　ステップＳ２０２において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ識別子ごとに記憶している「Ｔｈ
ｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅ

ｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」の中から、ＷＬＡＮ受信信号に含まれ
るＷＬＡＮ識別子に対応する「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　

ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」を
選択する。
【０１５１】
　ステップＳ２０３において、ＵＥ１００は、第１の判定条件及び第２の判定条件に基づ
いて、セルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行う。ここで、第１の判定条件に
は、ステップＳ２０２で選択した「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ

，　ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ

」が使用される。
【０１５２】
　このような動作を図８の動作環境を例に説明する。セルラネットワークは、セルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００に割り当てられたＷＬＡＮ識別子（特定のＷＬＡＮ識別子）に
対応する「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及び「Ｔ
ｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」を、他のＷＬＡＮ識別
子に比べて十分大きく設定する。これは、図８の破線で示す円が縮小することを意味する
ので、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のＷＬＡＮが使用され易くなる。
【０１５３】
　また、当該特定のＷＬＡＮ識別子に対応する「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏ

ａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」をＲＳＲＰ最大値に設定し、当該特定のＷＬＡＮ識別子に対
応する「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」をＲＳＲＱ
最大値に設定することにより、ＵＥ１００は、実質的に第１の判定条件を適用せずに、セ
ルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行うことになる。これにより、セルラ・Ｗ
ＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のＷＬＡＮが使用され易くなる。
【０１５４】
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　［第２実施形態の変更例１］
　上述した第２実施形態では、セルラネットワークは、切り替え判定に使用される閾値を
ＷＬＡＮ識別子ごとに直接的に指定していた。しかしながら、セルラネットワークは、切
り替え判定に使用される閾値をＷＬＡＮ識別子ごとに間接的に指定してもよい。
【０１５５】
　本変更例では、セルラネットワークは、切り替え判定に使用される閾値に対するオフセ
ット値を、ＷＬＡＮ識別子ごとに指定する。例えば、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２０
０に割り当てられたＷＬＡＮ識別子（特定のＷＬＡＮ識別子）に対応する「Ｔｈｒｅｓｈ

ＳｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎ

ｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」を、他のＷＬＡＮ識別子に比べて十分大きく設
定（無限大（Infinity）に設定してもよい）するための正のオフセット値を指定する。
【０１５６】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子で
ある場合、特定のＷＬＡＮ識別子に対応するオフセット値を適用して、「ＴｈｒｅｓｈＳ

ｅｒｖｉｎｇＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＰ」及び「ＴｈｒｅｓｈＳｅｒｖｉｎｇ

ＯｆｆｌｏａｄＷＬＡＮ，　ＬｏｗＱ」の値を大きく設定する。これは、図８の破線で示
す円が縮小することを意味するので、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００のＷＬＡＮが
使用され易くなる。
【０１５７】
　［第２実施形態の変更例２］
　上述した第２実施形態及びその変更例１では、特定のＷＬＡＮ識別子として、セルラ・
ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００に割り当てられているＷＬＡＮ識別子を例示した。
【０１５８】
　しかしながら、特定のＷＬＡＮ識別子は、ｅＮＢ２００の近傍のＡＰ３００に割り当て
られたＷＬＡＮ識別子であってもよい。本変更例によれば、ｅＮＢ２００の近傍のＡＰ３
００が使用され易くなる。
【０１５９】
　［第３実施形態］
　次に、第３実施形態について説明する。第３実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０１６０】
　以下において、第３実施形態に係る動作について、第１実施形態及び第２実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０１６１】
　上述したように、ＵＥ主導型の切り替え制御では、ＡＰＮ単位でトラフィック切り替え
が行われる。これに対し、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションでは、同一データベアラに
属するトラフィックをセルラ通信及びＷＬＡＮ通信を併用して送受信することが可能であ
る。また、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの制御は、ｅＮＢ２００主導で行われるこ
とが想定される。よって、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートするノードに対
して、ＵＥ主導で全てのトラフィックを切り替えることは好ましくない。ここで、セルラ
・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートするノードとは、セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ
２００、又はｅＮＢ２００と直接的に接続されたＡＰ３００である。
【０１６２】
　第３実施形態では、ＵＥ１００は、セルラネットワーク（ｅＮＢ２００又はＡＮＤＳＦ
サーバ）から特定のＷＬＡＮ識別子が指定されている場合、特定のＷＬＡＮ識別子につい
てＵＥ主導型の切り替え制御を無効とする。特定のＷＬＡＮ識別子は、セルラ・ＷＬＡＮ
アグリゲーションをサポートするノードに割り当てられているＷＬＡＮ識別子である。
【０１６３】
　例えば、ｅＮＢ２００は、ブロードキャストＲＲＣシグナリング又は個別ＲＲＣシグナ
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リングにより、特定のＷＬＡＮ識別子のリストをＵＥ１００に送信する。特定のＷＬＡＮ
識別子の指定方法は、図９に示した方法を流用してもよいし、図１１に示した方法を流用
してもよい。また、個別ＲＲＣシグナリングは、ＷＬＡＮ測定を設定するためのＷＬＡＮ
測定指示であってもよい。この場合、特定のＷＬＡＮ識別子は、ＷＬＡＮ測定指示に含ま
れる。
【０１６４】
　図１４は、第３実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。ここでは、ＵＥ１０
０が既に特定のＷＬＡＮ識別子を記憶していると仮定する。
【０１６５】
　図１４に示すように、ステップＳ３０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ信号を受信
する。ＷＬＡＮ信号は、ＷＬＡＮビーコン又はプローブ応答等である。
【０１６６】
　ステップＳ３０２において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別
子が特定のＷＬＡＮ識別子であるか否かを確認する。
【０１６７】
　ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子でない場合、ステ
ップＳ３０３において、ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を有効化し、セルラ通
信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行う。
【０１６８】
　一方、ＷＬＡＮ受信信号に含まれるＷＬＡＮ識別子が特定のＷＬＡＮ識別子である場合
、ステップＳ３０４において、ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を無効化し、セ
ルラ通信からＷＬＡＮ通信への切り替え判定を行わない。
【０１６９】
　［第４実施形態］
　次に、第４実施形態について説明する。第４実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０１７０】
　以下において、第４実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第３実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０１７１】
　上述した第３実施形態は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが開始されていない場合
を想定していた。しかしながら、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中においても
、ＵＥ主導型の切り替え制御が行われることは好ましくない。
【０１７２】
　そこで、第４実施形態では、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行
中である場合、ＵＥ主導型の切り替え制御を無効とする。例えば、ＵＥ１００は、上述し
た補助情報を無視することにより、ＵＥ主導型の切り替え制御を無効とする。
【０１７３】
　図１５は、第４実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。
【０１７４】
　図１５に示すように、ステップＳ４０１において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮア
グリゲーションを実行中であるか否かを確認する。
【０１７５】
　セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中でない場合、ステップＳ４０２において、
ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を有効化する。
【０１７６】
　一方、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中である場合、ステップＳ４０３にお
いて、ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を無効化する。
【０１７７】
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　［第５実施形態］
　次に、第５実施形態について説明する。第５実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０１７８】
　以下において、第５実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第４実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０１７９】
　図１６は、第５実施形態に係る動作を示す図である。ここでは、セルラ・ＷＬＡＮアグ
リゲーションを実行中であると仮定する。
【０１８０】
　図１６に示すように、ＵＥ１００は、セルラ通信のＭＡＣ層以下の第１のエンティティ
４１０Ａと、ＷＬＡＮ通信のＭＡＣ層以下の第２のエンティティ４２０Ａと、セルラ通信
のＲＬＣ層以上の第３のエンティティ４３０Ａと、を含む。第３のエンティティ４３０Ａ
は、ＲＬＣ層及びＰＤＣＰ層だけでなく、ＲＲＣ層を含んでもよい。第２のエンティティ
４２０Ａと第３のエンティティ４３０Ａとの間には、ＷＬＡＮ　ＭＡＣ層とＬＴＥ　ＲＬ
Ｃ層との間でプロトコル変換を行う第４のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＲＬＣ　ａｄａｐｔ
ａｔｉｏｎ）が設けられてもよい。
【０１８１】
　セルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００は、セルラ通信のＭＡＣ層以下の第１のエンティ
ティ４１０Ｂと、ＷＬＡＮ通信のＭＡＣ層以下の第２のエンティティ４２０Ｂと、セルラ
通信のＲＬＣ層以上の第３のエンティティ４３０Ｂと、を含む。第３のエンティティ４３
０Ｂは、ＲＬＣ層及びＰＤＣＰ層だけでなく、ＲＲＣ層を含んでもよい。第２のエンティ
ティ４２０Ｂと第３のエンティティ４３０Ｂとの間には、ＷＬＡＮ　ＭＡＣ層とＬＴＥ　
ＲＬＣ層との間でプロトコル変換を行う第４のエンティティ（ＷＬＡＮ　ＲＬＣ　ａｄａ
ｐｔａｔｉｏｎ）が設けられてもよい。
【０１８２】
　上述したように、セルラカバレッジエリアは、ＷＬＡＮカバレッジエリアよりも広い。
また、セルラ通信はライセンスドバンドで行われるため、アンライセンスドバンドで行わ
れるＷＬＡＮ通信に比べて安定した通信が可能である。
【０１８３】
　そこで、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、ＵＥ１００の第３のエンティテ
ィ４３０Ａは、第２のエンティティ４２０Ａを介さずに、第１のエンティティ４１０Ａを
介して制御信号をｅＮＢ２００と送受信する。また、ｅＮＢ２００の第３のエンティティ
４３０Ｂは、第２のエンティティ４２０Ｂを介さずに、第１のエンティティ４１０Ｂを介
して制御信号をＵＥ１００と送受信する。
【０１８４】
　このように、第３のエンティティ４３０が第１のエンティティ４１０Ｂを介して制御信
号を送受信することにより、制御信号を安定的に送受信することができるため、セルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションの信頼性を高めることができる。
【０１８５】
　第３のエンティティ４３０が送受信する制御信号とは、ＲＬＣ層の制御信号（例えば、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）である。或いは、第３のエンティティ４３０が送受信する制御信号と
は、ＰＤＣＰ層の制御信号であってもよい。或いは、第３のエンティティ４３０が送受信
する制御信号とは、ＲＲＣ層の制御信号であってもよい。
【０１８６】
　［第６実施形態］
　次に、第６実施形態について説明する。第６実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
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【０１８７】
　以下において、第６実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第５実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０１８８】
　上述したように、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションは、動的なセルラ・ＷＬＡＮ無線
インターワーキングを可能としようとする技術である。よって、セルラ・ＷＬＡＮアグリ
ゲーションにおけるセルラ・ＷＬＡＮリソース割り振りの比率を決定する方法を確立する
ことが好ましい。
【０１８９】
　図１７は、第６実施形態に係るｅＮＢ２００の動作を示す図である。ここでは、ｅＮＢ
２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００である場合を想定する。
【０１９０】
　図１７に示すように、ステップＳ６０１において、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮ
アグリゲーションを実行する際に、ＵＥ１００の未送信データ量を示すバッファ状態報告
をＵＥ１００から受信する。
【０１９１】
　ステップＳ６０２において、ｅＮＢ２００は、バッファ状態報告に基づいて、セルラ通
信の上りリンクにおいてＵＥ１００に割り当てる無線リソースとＷＬＡＮ通信の上りリン
クにおいてＵＥ１００に割り当てる無線リソースとの比率を決定する。
【０１９２】
　セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中において、バッファ状態報告は、ＵＥ１０
０の第３のエンティティ４３０Ａにより生成されることが好ましい。すなわち、ＵＥ１０
０は、ＲＬＣ層又はＰＤＣＰ層における未送信データ量をバッファ状態報告によりｅＮＢ
２００に通知する。バッファ状態報告はＭＡＣ層、物理層の未送信データ量を含んでもよ
い。これにより、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００の全体的な未送信データ量を把握して、セ
ルラ・ＷＬＡＮリソース割り振りの比率を適切に決定できる。
【０１９３】
　或いは、セルラ通信を開始した後、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する場合
、バッファ状態報告は、ＵＥ１００の第１のエンティティ４１０Ａにより生成されたもの
であってもよい。これにより、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開
始する際のセルラ・ＷＬＡＮリソース割り振りの比率を決定できる。
【０１９４】
　ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮリソース割り振りの比率を決定した場合、セルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＵＥ１００（セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを
開始するＵＥ１００）に対して、セルラ通信によるＵＥ１００の送信データ量とＷＬＡＮ
通信によるＵＥ１００の送信データ量との比率である上り送信比率を設定する制御情報を
送信することができる。例えば、ｅＮＢ２００は、制御情報を含むＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージをＵＥ１００に送信してもよい。
或いは、ｅＮＢ２００は、ＤＣＩ、ＭＡＣ　ＣＥ、ＲＬＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＰＤＵ、及
びＰＤＣＰ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＰＤＵの少なくともいずれかによって、制御情報をＵＥ１
００に送信（通知）してもよい。
【０１９５】
　ＵＥ１００は、制御情報に基づいて、上り送信比率を設定する。ＵＥ１００は、設定さ
れた上り送信比率に基づいて、上りリンクにおける送信データをセルラ通信及びＷＬＡＮ
通信を併用して送信する。
【０１９６】
　なお、ｅＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００でない場合、セルラ・ＷＬ
ＡＮアグリゲーションの対象となるＡＰ３００がセルラ・ＷＬＡＮリソース割り振りの比
率（又は上り送信比率）を決定して、決定された比率をｅＮＢ２００に送信してもよい。
【０１９７】
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　また、ｅＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００である場合、ＷＬＡＮ通信
におけるスループットを推定可能な情報に基づいて、上り送信比率を決定してもよい。ｅ
ＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００でない場合、ｅＮＢ２００は、セルラ
・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行するＡＰ３００のスループットを推定可能な情報をＡ
Ｐ３００から取得し、当該取得した情報に基づいて、上り送信比率を決定してもよい。
【０１９８】
　スループットを推定可能な情報は、例えば、ＡＰ３００に接続しているＵＥの数（ｅＮ
Ｂ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００である場合、ＷＬＡＮ通信を行っている
ＵＥの数）、ＷＬＡＮ通信におけるチャネル利用率（ＷＬＡＮ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｕｔｉ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）、ＷＬＡＮ通信において利用可能な下り周波数帯（ＷＬＡＮ　ＤＬＢ
ａｎｄｗｉｄｔｈ）、及び、ＷＬＡＮ通信において利用可能な上り周波数帯（ＷＬＡＮ　
ＵＬＢａｎｄｗｉｄｔｈ）の少なくともいずれかである。
【０１９９】
　なお、スループットを推定可能な情報は、上り送信比率だけでなく、下りリンクにおけ
るセルラ通信によるＵＥ１００への送信データ量（ｅＮＢ２００の送信データ量）とＷＬ
ＡＮ通信によるＵＥ１００への送信データ量（ＡＰ３００の送信データ量）との比率であ
る下り送信比率を決定するために用いられてもよい。
【０２００】
　ｅＮＢ２００は、下りリンクにおいてのみセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行す
ると決定してもよい。この場合、上り送信比率は、１００（セルラ通信）対０（ＷＬＡＮ
通信）である。なお、下り送信比率を、０（セルラ通信）対１００（ＷＬＡＮ通信）とし
てもよい。
【０２０１】
　また、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生した場合、ＷＬＡ
Ｎ通信の利用率を設定値よりも低減させることができる。ここで、ＷＬＡＮ通信の利用率
は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信の上り（下り）送信比率に対するＷＬＡＮ通信の上り（
下り）送信比率（＝（ＷＬＡＮ通信の上り（下り）送信比率）／（セルラ通信及びＷＬＡ
Ｎ通信の上り（下り）送信比率））である。
【０２０２】
　ｅＮＢ２００は、例えば、上り送信比率及び下り送信比率を１００（セルラ通信）対０
（ＷＬＡＮ通信）に設定してもよい。この場合、ｅＮＢ２００は、当該設定値を示す制御
情報を明示的にＵＥ１００に送信してもよい。この設定値は、例えば、上り送信比率、下
り送信比率、ＷＬＡＮ通信の利用率などである。
【０２０３】
　或いは、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信の利用率が閾値よりも低減するように（例えば、
１００（セルラ通信）対０（ＷＬＡＮ通信）になるように）、上り送信比率及び下り送信
比率を自律的に設定してもよい。例えば、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における無線リン
ク障害を検知して、ｅＮＢ２００に無線リンク障害報告を送信した場合、ｅＮＢ２００は
、ＵＥ１００が上り送信比率及び下り送信比率を自律的に設定したと判定してもよい。
【０２０４】
　なお、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生した場合、ＷＬＡ
Ｎ通信における送信データ量を減らしてもよい。これにより、セルラ通信における送信デ
ータ量が増えるため、結果的に、ＷＬＡＮ通信の利用率が低減する。
【０２０５】
　ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が解消した場合、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信に
おける無線リンク障害が発生する前の設定値に上り送信比率及び下り送信比率を自律的に
戻してもよい。或いは、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が解消した
後に、ｅＮＢ２００から受信した制御情報に基づいて、上り送信比率及び下り送信比率を
新たに設定してもよい。
【０２０６】
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　或いは、ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００から受信した制御情報に基づいて上り送信比率を
設定する第１モードと、上り送信比率を自律的に設定する第２モードとを切り替え可能で
あってもよい。例えば、ｅＮＢ２００は、第１モードと第２モードとの切り替えに関する
制御情報をＵＥ１００に送信してもよい。この制御情報は、第１モード又は第２モードに
切り替えるためのフラグ情報であってもよい。例えば、第１モードを示すフラグがＯＮで
ある制御情報を受信したＵＥ１００は、第１モードに切り替え、第１モードを示すフラグ
がＯＦＦである制御情報を受信したＵＥ１００は、第２モードに切り替える。或いは、制
御情報は、第１モードと第２モードとを切り替えるためのトリガを示す情報であってもよ
い。例えば、ＵＥ１００は、ＡＰ３００から受信した負荷情報によって示される負荷（例
えば、ＷＬＡＮチャネル使用率、ＷＬＡＮバックホールの利用可能伝送レート）が閾値以
上である場合、第１モードに切り替え、ＡＰ３００から受信した負荷情報によって示され
る負荷が閾値未満である場合、第２モードに切り替える。
【０２０７】
　［第６実施形態の変更例１］
　次に、第６実施形態の変更例１について、図１８から図２０を用いて説明する。図１８
は、第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１００が有するバッファを説明するための図（そ
の１）である。図１９は、第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１００が有するバッファを
説明するための図（その２）である。図２０は、第６実施形態の変更例１に係るＵＥ１０
０が有するバッファを説明するための図（その３）である。以下において、第６実施形態
と異なる部分を中心に説明し、同様の部分は説明を適宜省略する。第６実施形態の変更例
１では、ＵＥ１００がｅＮＢ２００に送信するバッファ状態報告について詳細に説明する
。
【０２０８】
　本変更例において、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行するＵＥ１００は、以下
に示すいずれかの形態のバッファを有する。
【０２０９】
　（Ａ）第１のバッファ形態
　図１８に示すように、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＵＥ１００は、セ
ルラ通信における未送信データを記憶する第１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ（ＰＤＵ　ｂｕ
ｆｆｅｒ　ｆｏｒ　ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）６１０ｃと、ＷＬＡＮ通信に
おける未送信データを記憶する第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ（ＰＤＵ　ｂｕｆｆｅｒ　
ｆｏｒ　ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）６１０ｗとを有する。具体的には、
第１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃは、ＲＬＣ層６１０によって処理が行われ、且つ
セルラ通信におけるＭＡＣ層への送信待ちのデータユニットを記憶する。第２のＲＬＣ　
ＰＤＵバッファ６１０ｗは、ＲＬＣ層６１０によって処理が行われ、且つＷＬＡＮ通信に
おけるＭＡＣ層への送信待ちのデータユニットを記憶する。
【０２１０】
　第１のバッファ形態では、ＷＬＡＮ通信における未送信データは、送信用のデータとし
てｅＮＢ２００に直接的に報告されないケースである。
【０２１１】
　ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中に、第１のＲＬＣ　ＰＤＵ
バッファ６１０ｃ及び第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｗに基づいて、未送信データ
量を示すバッファ状態報告（ＢＳＲ）をｅＮＢ２００に送信できる。具体的には、ＵＥ１
００は、以下の第１から第３の方法のいずれかに基づいて、バッファ状態報告によって示
される未送信データ量を算出する。
【０２１２】
　第１に、ＵＥ１００は、セルラ通信における未送信データ量のみを未送信データ量とし
て算出する。従って、ＵＥ１００は、当該未送信データ量を示すバッファ状態報告をｅＮ
Ｂ２００に送信できる。この場合において、バッファ状態報告が示す未送信データ量は、
例えば、第１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃに記憶された未送信データ量そのもので
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ある。
【０２１３】
　第２に、ＵＥ１００は、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信の上りリンクにおける送信データ
量に対するセルラ通信の上りリンクにおける送信データ量の比率（分割比率）に応じて補
正されたセルラ通信における未送信データ量を算出する。
【０２１４】
　ここで、ＲＬＣ　ＳＤＵバッファ６１０ｓ、ＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｐ及びＰ
ＤＣＰ　ＳＤＵバッファ６２０ｓは、セルラ通信及びＷＬＡＮ通信における未送信データ
が記憶されている。このため、ＵＥ１００は、これらの未送信データ量を示す通常のバッ
ファ状態報告をｅＮＢ２００に送信しても、ｅＮＢ２００は、セルラ通信における未送信
データ量が把握できない。
【０２１５】
　従って、ＵＥ１００は、分割比率に応じて補正されたセルラ通信における未送信データ
量を示すバッファ状態報告をｅＮＢ２００に送信できる。これによって、ｅＮＢ２００は
、セルラ通信における未送信データ量を把握できる。
【０２１６】
　例えば、ＵＥ１００は、ＲＬＣ　ＳＤＵバッファ６１０ｓに記憶された未送信データを
分割比率に応じて補正する。ＵＥ１００は、補正された未送信データをセルラ通信におけ
る未送信データ量として、ｅＮＢ２００に報告する。なお、ＵＥ１００は、ＰＤＣＰ　Ｐ
ＤＵバッファ６２０ｐ（又はＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ６２０ｓ）に記憶された未送信デ
ータ量を分割比率に応じて補正し、補正された未送信データ量を示すバッファ状態報告を
ｅＮＢ２００に送信してもよい。
【０２１７】
　なお、ＲＬＣ　ＳＤＵバッファ６１０ｓは、ＰＤＣＰ層６２０によって処理が行われ、
且つＲＬＣ層６１０における処理待ちのデータユニットを記憶する。ＰＤＣＰ　ＰＤＵバ
ッファ６２０ｐは、ＰＤＣＰ層６２０によって処理が行われ、且つＲＬＣ層６１０への送
信待ちのデータユニットを記憶する。ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ６２０ｓは、ＰＤＣＰ層
６２０における処理待ちのデータユニットを記憶する。
【０２１８】
　第３に、ＵＥ１００は、セルラ通信における未送信データ量にＷＬＡＮ通信における未
送信データ量を加えて、未送信データ量を算出する。従って、ＵＥ１００は、セルラ通信
における未送信データ量及びＷＬＡＮ通信における未送信データ量を示すバッファ状態報
告をｅＮＢ２００に送信できる。具体的には、バッファ状態報告によって示される未送信
データ量は、第１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃと第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６
１０ｗとに記憶された未送信データ量の合計値である。
【０２１９】
　これにより、バッファ状態報告によって示される未送信データ量は、セルラ通信におけ
る未送信データ量だけでなく、ＷＬＡＮ通信における未送信データ量が考慮されている。
従って、ｅＮＢ２００は、バッファ状態報告に基づいて、セルラ・ＷＬＡＮリソース割り
振りの比率を適切に決定できる。
【０２２０】
　なお、第１のバッファ形態では、ｅＮＢ２００は、ＲＬＣ層において、セルラ通信によ
りＵＥ１００から送信されたデータユニットと、ＷＬＡＮ通信によりＵＥ１００から送信
されたデータユニットとを結合する。
【０２２１】
　（Ｂ）第２のバッファ形態
　図１９に示すように、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＵＥ１００は、セ
ルラ通信における未送信データを記憶する第１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ（ＰＤＵ　ｂ
ｕｆｆｅｒ　ｆｏｒ　ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）６２０ｃと、ＷＬＡＮ通信
における未送信データを記憶する第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ（ＰＤＵ　ｂｕｆｆｅ
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ｒ　ｆｏｒ　ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）６２０ｗとを有する。具体的に
は、第１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｃは、ＰＤＣＰ層６２０によって処理が行わ
れ、且つセルラ通信におけるＲＬＣ層への送信待ちのデータユニットを記憶する。第２の
ＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６１０ｗは、ＰＤＣＰ層６２０によって処理が行われ、且つＷ
ＬＡＮ通信におけるＭＡＣ層への送信待ちのデータユニットを記憶する。
【０２２２】
　ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中に、第１のＰＤＣＰ　ＰＤ
Ｕバッファ６２０ｃ及び第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗに基づいて、未送信デ
ータ量を示すバッファ状態報告をｅＮＢ２００に送信できる。具体的には、ＵＥ１００は
、以下の第１から第３の方法のいずれかに基づいて、バッファ状態報告によって示される
未送信データ量を算出する。なお、上述の第１のバッファ形態と同様の部分は、説明を適
宜省略する。
【０２２３】
　第１に、ＵＥ１００は、セルラ通信における未送信データ量のみを未送信データ量とし
て算出する。従って、ＵＥ１００は、当該未送信データ量を示すバッファ状態報告をｅＮ
Ｂ２００に送信できる。この場合において、バッファ状態報告が示す未送信データ量は、
例えば、第１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｃに記憶された未送信データ量そのもの
である。
【０２２４】
　第２に、ＵＥ１００は、分割比率に応じて補正されたセルラ通信における未送信データ
量を算出する。
【０２２５】
　例えば、ＵＥ１００は、ＰＤＣＰ　ＳＤＵバッファ６２０ｓｓに記憶された未送信デー
タを分割比率に応じて補正する。ＵＥ１００は、補正された未送信データをセルラ通信に
おける未送信データ量として、ｅＮＢ２００に報告することができる。
【０２２６】
　第３に、ＵＥ１００は、セルラ通信における未送信データ量にＷＬＡＮ通信における未
送信データ量を加えて、未送信データ量を算出する。具体的には、バッファ状態報告によ
って示される未送信データ量は、第１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｃと第２のＰＤ
ＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗとに記憶された未送信データ量の合計値である。
【０２２７】
　なお、ＰＤＣＰ層６２０において、第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗに記憶さ
れるデータユニット（パケット）は、トラフィックタイプに応じて、以下の４つのアクセ
スカテゴリ（ＡＣ：ＡＣ＿ＶＯ／ＡＣ＿ＶＩ／ＡＣ＿ＢＥ／ＡＣ＿ＢＫ）に分類されても
よい。ＰＤＣＰ層６２０は、分類したアクセスカテゴリの種別をＷＬＡＮ通信側のＭＡＣ
層（ＭＡＣ　ｆｏｒ　ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）に通知してもよい。
【０２２８】
　　・ＡＣ＿ＶＯ（優先度１）：Ｖｏｉｃｅ
　　・ＡＣ＿ＶＩ（優先度２）：Ｖｉｄｅｏ
　　・ＡＣ＿ＢＥ（優先度３）：Ｂｅｓｔ　Ｅｆｆｏｒｔ
　　・ＡＣ＿ＢＫ（優先度４）：Ｂａｃｋ　Ｇｒｏｕｎｄ
【０２２９】
　なお、第２のバッファ形態では、ｅＮＢ２００は、ＰＤＣＰ層において、セルラ通信に
よりＵＥ１００から送信されたデータユニットと、ＷＬＡＮ通信によりＵＥ１００から送
信されたデータユニットとを結合する。
【０２３０】
　（Ｃ）第３のバッファ形態
　図２０に示すように、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＵＥ１００は、第
１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃと、第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｗと、第
１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｃと、第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗと
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、を有する。さらに、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における未送信データを記憶するＷＬ
ＡＮ入力バッファ６３０を有する。ＷＬＡＮ入力バッファ６３０は、ＷＬＡＮ通信におけ
るＭＡＣ層への処理待ちのデータユニットを記憶する。第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６
１０ｗ内のデータユニット及び第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗ内のデータユニ
ットが、ＷＬＡＮ入力バッファ６３０に入力される。
【０２３１】
　第３のバッファ形態では、ＷＬＡＮ通信における未送信データは、送信用のデータとし
てｅＮＢ２００に直接的に報告できるケースである。
【０２３２】
　従って、ＵＥ１００は、セルラ通信における未送信データ量とＷＬＡＮ通信における未
送信データ量とのそれぞれを、未送信データ量として算出する。例えば、ＷＬＡＮ通信に
おける未送信データ量は、第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｗ、第２のＰＤＣＰ　Ｐ
ＤＵバッファ６２０ｗ及びＷＬＡＮ入力バッファ６３０のうち、少なくともいずれか１つ
における未送信データ量であってもよいし、第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｗ及び
第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗの合計値であってもよい。
【０２３３】
　なお、第３のバッファ形態では、ｅＮＢ２００は、ＲＬＣ層又はＰＤＣＰ層において、
セルラ通信によりＵＥ１００から送信されたデータユニットと、ＷＬＡＮ通信によりＵＥ
１００から送信されたデータユニットとを結合する。
【０２３４】
　なお、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーション用のデータベアラがＲＬＣ層において分割さ
れている場合、ＵＥ１００は、第１のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃと、第２のＲＬＣ
　ＰＤＵバッファ６１０ｗと、通常のＲＬＣ　ＰＤＵバッファを有し、第１のＰＤＣＰ　
ＰＤＵバッファ６２０ｃと、第２のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗとを有さなくても
よい。また、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーション用のデータベアラがＰＤＣＰ層において
分割されている場合、ＵＥ１００は、第１のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｃと、第２
のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファ６２０ｗと、通常のＰＤＣＰ　ＰＤＵバッファを有し、第１
のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｃと、第２のＲＬＣ　ＰＤＵバッファ６１０ｗとを有さ
なくてもよい。
【０２３５】
　［第６実施形態の変更例２］
　次に、第６実施形態の変更例２について説明する。第６実施形態の変更例２では、ＵＥ
１００が上り送信比率を決定する一例を説明する。
【０２３６】
　ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中に、セルラ通信の下りリン
クにおいて受信に成功したデータユニットの数とＷＬＡＮ通信の下りリンクにおいて受信
に成功したデータユニットの数とに基づいて、セルラ通信の上りリンクにおける送信デー
タ量とＷＬＡＮ通信の上りリンクにおける送信データ量との比率を決定できる。なお、受
信に成功したデータユニットとは、ＵＥ１００において正しくデコードされたデータユニ
ットである。
【０２３７】
　例えば、ｅＮＢ２００が、下り送信比率を、７０（セルラ通信）対３０（ＷＬＡＮ通信
）に設定し、ｅＮＢ２００及びＡＰ３００がセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションによりＵ
Ｅ１００にデータを送信したと仮定する。一方、ＵＥ１００は、セルラ通信において受信
に成功したデータユニットの数（セルラデータユニット数）が３０であり、ＷＬＡＮ通信
において受信に成功したデータユニットの数（ＷＬＡＮデータユニット数）が３０であっ
たと仮定する。ＵＥ１００は、受信したデータユニットの数（セルラデータユニット数及
びＷＬＡＮデータユニット数）に基づいて、上り送信比率を５０（３０）対５０（３０）
に決定する。その後、ＵＥ１００は、決定した上り送信比率に応じてデータを送信する。
【０２３８】
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　なお、受信に成功したデータユニットの数は、単位時間当たりに受信に成功したデータ
ユニットの数であってもよい。ｅＮＢ２００は、この単位時間（例えば３０ｓ）の情報を
ＵＥ１００に通知し、ＵＥ１００は、単位時間当たりに受信に成功したデータユニットの
数をカウントする。例えば、ＵＥ１００は、過去３０ｓの間に受信に成功したデータユニ
ットの数をカウントする。また、上り送信比率は、所定期間において受信したデータユニ
ットの数の平均値（例えば、移動平均）に基づいて、決定されてもよい。ｅＮＢ２００は
、この平均値に基づいて上り送信比率を決定するための情報をＵＥ１００に通知してもよ
い。
【０２３９】
　或いは、ＵＥ１００は、「（ＷＬＡＮ通信の受信データ割合）＋α（係数）＞（前回の
ＷＬＡＮ通信の上り送信データ割合）」を満たす場合に、次回のＷＬＡＮ通信の上り送信
データ割合が前回のＷＬＡＮ通信の上り送信データ割合よりも大きくなるように、上り送
信比率を決定し、上記式を満たさない場合に、次回のＷＬＡＮ通信の上り送信データ割合
が前回のＷＬＡＮ通信の上り送信データ割合よりも小さくなるように、上り送信比率を決
定してもよい。なお、ｅＮＢ２００は、α（係数）を示す情報をＵＥ１００に通知しても
よい。
【０２４０】
　なお、ＷＬＡＮ通信の受信データ割合　＝　（ＷＬＡＮデータユニット数）／（セルラ
データユニット数＋ＷＬＡＮデータユニット数）である。ＷＬＡＮ通信の上り送信データ
割合　＝　（ＷＬＡＮ通信による上り送信データ量）／（セルラ通信による上り送信デー
タ量＋ＷＬＡＮ通信による上り送信データ量）である。
【０２４１】
　ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００が決定した（下り）送信比率を考慮できると共に、無線状
況を考慮できるため、効率的に上り送信比率を決定できる。さらに、ｅＮＢ２００からの
上り送信比率に関する制御情報が不要となるため、シグナリングを低減できる。
【０２４２】
　また、ｅＮＢ２００は、セルラ通信によって受信に成功したＵＥ１００からのデータユ
ニットの数と（セルラデータユニット数）ＷＬＡＮ通信によって受信に成功したＵＥ１０
０からのデータユニットの数（ＷＬＡＮデータユニット数）とに基づいて、セルラ通信に
よるＵＥ１００への送信データ量とＷＬＡＮ通信によるＵＥ１００への送信データ量との
下り送信比率を決定してもよい。ｅＮＢ２００は、例えば、セルラ通信によって受信に成
功したデータユニットの数が３０であり、ＷＬＡＮ通信によってＡＰ３００を経由して受
信に成功したデータユニットの数が３０である場合、下り送信比率を５０（３０）対５０
（３０）に決定する。
【０２４３】
　或いは、ｅＮＢ２００は、「（ＷＬＡＮ通信の受信データ割合）＋α（係数）＞（前回
のＷＬＡＮ通信の下り送信データ割合）」を満たす場合に、次回のＷＬＡＮ通信の下り送
信データ割合が前回のＷＬＡＮ通信の下り送信データ割合よりも大きくなるように、下り
送信比率を決定し、上記式を満たさない場合に、次回のＷＬＡＮ通信の下り送信データ割
合が前回のＷＬＡＮ通信の下り送信データ割合よりも小さくなるように、下り送信比率を
決定してもよい。
【０２４４】
　なお、「ＷＬＡＮ通信の受信データ割合　＝　（ＷＬＡＮデータユニット数）／（セル
ラデータユニット数＋ＷＬＡＮデータユニット数）」である。「ＷＬＡＮ通信の下り送信
データ割合　＝　（ＷＬＡＮ通信による下り送信データ量）／（セルラ通信による下り送
信データ量＋ＷＬＡＮ通信による下り送信データ量）」である。
【０２４５】
　ｅＮＢ２００は、無線状況を考慮して、効率的に上り送信比率を決定できる。
【０２４６】
　なお、ｅＮＢ２００は、上述した第６実施形態と同様に、第１モードと第２モード（セ
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ルラデータユニット数とＷＬＡＮデータユニット数とに基づいて、上り送信比率を自律的
に設定（決定）するモード）との切り替えに関する制御情報をＵＥ１００に送信してもよ
い。
【０２４７】
　［第７実施形態］
　次に、第７実施形態について説明する。第７実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０２４８】
　以下において、第７実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第６実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０２４９】
　第７実施形態は、ＷＬＡＮ通信を選択しているＵＥ１００がセルラ・ＷＬＡＮアグリゲ
ーションを開始するための方法に関する。ＷＬＡＮ通信を選択しているＵＥ１００がセル
ラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始するために、ＵＥ１００は、セルラ通信の接続をｅ
ＮＢ２００と確立する必要がある。セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートするノ
ードのＷＬＡＮ識別子がＵＥ１００に通知されている場合、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信
の接続先ノードがセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポートすることを確認した上で
、セルラ通信の接続をｅＮＢ２００と確立することが好ましい。
【０２５０】
　或いは、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信におけるＱｏＳが満たされないことを検知した場
合にセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始してもよい。セルラ・ＷＬＡＮアグリゲー
ションをサポートするノードのＷＬＡＮ識別子がＵＥ１００に通知されている場合、ＵＥ
１００は、ＷＬＡＮ通信の接続先ノードがセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポート
することを確認した上で、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する処理を行うこと
が好ましい。
【０２５１】
　図２１は、第７実施形態に係る動作を示す図である。ここでは、ＵＥ１００がＷＬＡＮ
通信におけるＱｏＳが満たされないことを検知した場合を想定する。
【０２５２】
　図２１に示すように、ステップＳ７０１において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信におけ
るＱｏＳが満たされないことを示す通知を、セルラ通信によりＥ－ＵＴＲＡＮ１０（ｅＮ
Ｂ２００）に送信する。
【０２５３】
　ステップＳ７０２において、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ＵＥ１００からの通知に応じて、
セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始するための設定情報をＵＥ１００に送信する。
【０２５４】
　ステップＳ７０３において、ＵＥ１００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０からの設定情報に基づ
いてセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する。
【０２５５】
　［第８実施形態］
　次に、第８実施形態について説明する。第８実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０２５６】
　以下において、第８実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第７実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０２５７】
　第８実施形態は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを許容する条件に関する。具体的
には、ＵＥ主導型の切り替え制御における判定条件を流用して、セルラ・ＷＬＡＮアグリ
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ゲーションの開始を許容する条件を定義する。
【０２５８】
　第８実施形態では、ＵＥ１００は、セルラ通信からＷＬＡＮ通信に切り替えるための第
２の判定条件、及びＷＬＡＮ通信からセルラ通信に切り替えるための第３の判定条件の両
方が満たされた場合、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを有効とする。上述したように
、第２の判定条件は、ＷＬＡＮに関する判定条件（すなわち、ＷＬＡＮ側判定条件）であ
る。第３の判定条件は、セルラに関する判定条件（すなわち、セルラ側判定条件）である
。
【０２５９】
　これにより、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信及びセルラ通信の両方を良好な状態で行うこ
とができることを把握した上で、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始できる。
【０２６０】
　図２２は、第８実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。
【０２６１】
　図２２に示すように、ステップＳ８０１において、ＵＥ１００は、セルラ通信からＷＬ
ＡＮ通信に切り替えるための第２の判定条件（ＷＬＡＮ側判定条件）及びＷＬＡＮ通信か
らセルラ通信に切り替えるための第３の判定条件（セルラ側判定条件）の両方が満たされ
たか否かを確認する。
【０２６２】
　第２の判定条件及び第３の判定条件の少なくとも一方が満たされない場合、ステップＳ
８０２において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを無効化する。
【０２６３】
　一方、第２の判定条件及び第３の判定条件の両方が満たされた場合、ステップＳ８０３
において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを有効化する。
【０２６４】
　ステップＳ８０１は、第２の判定条件（ＷＬＡＮ側判定条件）を構成する複数の条件の
一部と、第３の判定条件（セルラ側判定条件）を構成する複数の条件の一部と、が満たさ
れたか否かを確認するものであってもよい。例えば、第２の判定条件のうち、「ChannelU
tilizationWLAN　<　ThreshChUtilWLAN,　Low」、「BackhaulRateDlWLAN　>　ThreshBack
hRateDLWLAN,　High」、「BackhaulRateUlWLAN　>　ThreshBackhRateULWLAN,　High」、
「BeaconRSSI　>　ThreshBeaconRSSIWLAN,　High」、のうちの１つ乃至４つが満たされた
か否か、及び、第３の判定条件のうち、「RSRPmeas　>　ThreshServingOffloadWLAN,　Hi

ghP」、「RSRQmeas　>　ThreshServingOffloadWLAN,　HighQ」のうち１つが満たされたか
否かを確認するものであってもよい。
【０２６５】
　また、第２の判定条件（ＷＬＡＮ側判定条件）及び第３の判定条件（セルラ側判定条件
）で使用される閾値は、ＵＥ主導型の切り替え制御の場合と、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲ
ーションの判定（ステップＳ８０１）の場合とで、異なる値を使用してもよい。セルラ・
ＷＬＡＮアグリゲーションの判定（ステップＳ８０１）専用の閾値を使用することにより
、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが有効又は無効になる確率を制御できる。
【０２６６】
　［第９実施形態］
　次に、第９実施形態について説明する。第９実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主導型
の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動作環
境は、第１実施形態と同様である。
【０２６７】
　以下において、第９実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第８実施形態に係
る動作との相違点を主として説明する。
【０２６８】
　第９実施形態は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中にＷＬＡＮ通信において
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不具合が生じた場合の取り扱いに関する。
【０２６９】
　第９実施形態では、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中に、Ｗ
ＬＡＮ通信からセルラ通信に切り替えるための所定の判定条件が満たされた場合、ＷＬＡ
Ｎ通信における無線リンク障害（ＲＬＦ）が発生したと判断する。所定の判定条件は、上
述した第４の判定条件（すなわち、ＷＬＡＮ側判定条件）である。これにより、ＵＥ１０
０は、ＷＬＡＮ通信を適切に中止できる。但し、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信を中止しつ
つ、セルラ通信を継続してもよい。
【０２７０】
　ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断した場合、当該
無線リンク障害に関する無線リンク障害報告（ＲＬＦ報告）をセルラ通信によりｅＮＢ２
００に送信してもよい。これにより、ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ通信における不具合の状
況無線リンク障害を把握できる。
【０２７１】
　また、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断した場合
、ＰＤＣＰ層におけるデータ送信状態を示すＰＤＣＰ状態報告をセルラ通信によりｅＮＢ
２００に送信してもよい。
【０２７２】
　図２３は、第９実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。
【０２７３】
　図２３に示すように、ステップＳ９０１において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮア
グリゲーションを開始する。
【０２７４】
　ステップＳ９０２において、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信からセルラ通信に切り替える
ための第４の判定条件（ＷＬＡＮ側判定条件）が満たされたか否かを確認する。
【０２７５】
　第４の判定条件（ＷＬＡＮ側判定条件）が満たされた場合、ステップＳ９０３において
、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が発生したと判断する。
【０２７６】
　［第９実施形態の変更例１］
　次に、第９実施形態の変更例１について、説明する。本変更例では、ＵＥ１００が、Ｗ
ＬＡＮ通信における無線リンク障害（以下、Ｗ－ＲＬＦ）が発生したと判断する他のケー
スについて説明する。
【０２７７】
　第１に、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信におけるＷＬＡＮ周波数帯の干渉状況に基づいて
、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断できる。
【０２７８】
　まず、ＵＥ１００は、ＷＬＡＮ通信におけるＷＬＡＮ周波数帯の干渉状況を測定するキ
ャリアセンスを行う。ＵＥ１００は、キャリアセンスを行った結果、ＷＬＡＮ周波数帯に
おける干渉電力量が所定値以上である場合に、タイマを起動する。ＵＥ１００は、（キャ
リアセンスを続けて、）タイマが満了するまで干渉電力量が所定値以上である場合、Ｗ－
ＲＬＦが発生したと判断する。なお、ＵＥ１００は、タイマが満了する前に干渉電力量が
所定値未満になった場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、タイマをリセットする
。なお、ｅＮＢ２００は、当該所定値を設定するための設定情報をＵＥ１００に送信して
もよい。
【０２７９】
　或いは、ＵＥ１００は、キャリアセンスを行って、ＷＬＡＮ周波数帯における干渉電力
量が所定値以上である毎に、カウンタを１つ増加させる。ＵＥ１００は、カウンタが閾値
に達した場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断する。なお、ＵＥ１００は、カウンタが閾
値に達する前に干渉電力量が所定値未満になった場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判
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断し、カウンタをリセットする。なお、ｅＮＢ２００は、当該閾値を設定するための設定
情報をＵＥ１００に送信してもよい。
【０２８０】
　第２に、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信にお
ける送受信の失敗に基づいて、Ｗ－ＲＬＦが発生した判断できる。
【０２８１】
　まず、ＵＥ１００は、データの受信（又は送信）が失敗した場合に、タイマを起動する
。ＵＥ１００は、当該タイマが満了するまで、データの受信（又は送信）が失敗した場合
、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断する。なお、ＵＥ１００は、タイマが満了する前にデータ
の受信（又は送信）が成功した場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、タイマをリ
セットする。なお、ｅＮＢ２００は、当該タイマの値を設定するための設定情報をＵＥ１
００に送信してもよい。
【０２８２】
　或いは、ＵＥ１００は、データの受信（又は送信）が失敗した場合に、カウンタを１つ
増加させる。ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達した場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判
断する。なお、ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達する前にデータの受信（又は送信）が
成功した場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお、
ｅＮＢ２００は、当該閾値を設定するための設定情報をＵＥ１００に送信してもよい。
【０２８３】
　第３に、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を行
っているＡＰ３００（又はセルラ・ＷＬＡＮ一体型のｅＮＢ２００）からの無線信号の受
信強度（希望波電力値：例えば、Ｂｅａｃｏｎ　ＲＳＳＩ（受信信号強度インジケータ）
、ＲＣＰＩ（受信チャネル電力強度インジケータ）、ＲＳＮＩ（受信信号対雑音インジケ
ータ）など）が閾値を下回った場合に、タイマを起動する。ＵＥ１００は、当該タイマが
満了するまで、無線信号の受信強度が閾値を下回ったままである場合、Ｗ－ＲＬＦが発生
したと判断する。なお、ＵＥ１００は、タイマが満了する前に無線信号の受信強度が閾値
を上回った場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、タイマをリセットする。なお、
ｅＮＢ２００は、当該閾値を設定するための設定情報をＵＥ１００に送信してもよい。
【０２８４】
　或いは、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を行
っているＡＰ３００（又はセルラ・ＷＬＡＮ一体型のｅＮＢ２００）からの無線信号の受
信強度（Ｂｅａｃｏｎ　ＲＳＳＩ）が閾値を下回った場合に、カウンタを１つ増加させる
。ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達した場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断する。な
お、ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達する前に無線信号の受信強度（Ｂｅａｃｏｎ　Ｒ
ＳＳＩ）が閾値を上回った場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、カウンタをリセ
ットする。なお、ｅＮＢ２００は、当該閾値を設定するための設定情報をＵＥ１００に送
信してもよい。
【０２８５】
　第４に、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を行
っているＡＰ３００との接続が断絶した場合、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断する。ＵＥ１
００は、ＡＰ３００との接続を再度行った場合、Ｗ－ＲＬＦが回復したと判断する。
【０２８６】
　第５に、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を行
っているＡＰ３００のバックホールレートが閾値を下回った場合に、タイマを起動する。
ＵＥ１００は、当該タイマが満了するまで、バックホールレートが閾値を下回った場合、
Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断する。なお、ＵＥ１００は、タイマが満了する前にバックホ
ールレートが閾値以上になった場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、タイマをリ
セットする。なお、ｅＮＢ２００は、当該タイマの値を設定するための設定情報をＵＥ１
００に送信してもよい。
【０２８７】
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　或いは、ＵＥ１００は、バックホールレートが閾値を下回った場合に、カウンタを１つ
増加させる。ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達した場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判
断する。なお、ＵＥ１００は、カウンタが閾値に達する前にバックホールレートが閾値以
上になった場合、Ｗ－ＲＬＦが発生していないと判断し、カウンタをリセットする。なお
、ｅＮＢ２００は、当該閾値を設定するための設定情報をＵＥ１００に送信してもよい。
【０２８８】
　ＵＥ１００は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断した場合、Ｗ－ＲＬＦに関する無線リンク
障害報告（以下、Ｗ－ＲＬＦ報告）をＲＲＣメッセージによってｅＮＢ２００に送信する
。Ｗ－ＲＬＦ報告は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断された理由及びＵＥ１００が測定した
ＷＬＡＮ通信に関する最新の測定結果（例えば、キャリアセンス結果、Ｂｅａｃｏｎ　Ｒ
ＳＳＩの測定結果、ＲＣＰＩの測定結果、ＲＳＮＩの測定結果など）の少なくともいずれ
かの情報を含んでもよい。なお、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断された理由は、例えば、Ｗ
－ＲＬＦ報告は、ＷＬＡＮ通信におけるＷＬＡＮ周波数帯の干渉状況、ＷＬＡＮ通信にお
ける送受信の失敗、ＷＬＡＮ通信を行っているＡＰ３００からの無線信号の受信強度、及
び、ＡＰ３００との接続の断絶、の少なくともいずれか一つである。
【０２８９】
　ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを制御（実行）中に、Ｗ－ＲＬＦ
報告をＵＥ１００から受信する。例えば、ｅＮＢ２００は、Ｗ－ＲＬＦ報告に基づいて、
セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信用のデータベアラを解放するた
めの情報（ＷＬＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、又は、セルラ・ＷＬＡＮアグ
リゲーションにおけるＷＬＡＮ通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するため
の情報（ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、をセルラ・ＷＬＡＮ
アグリゲーションを実行中のＡＰ３００に送信する。ＷＬＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔを受信したＡＰ３００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ
通信用のデータベアラを解放する。一方、ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔを受信したＡＰ３００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ
通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するための制御を開始する。例えば、Ａ
Ｐ３００は、ＷＬＡＮ周波数帯１においてセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行して
いた場合、キャリアセンスを行って、干渉電力量が閾値未満であるＷＬＡＮ周波数帯２に
おいてセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行するための制御を開始する。
【０２９０】
　ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信用のデータ
ベアラの変更（又は解放）が行われた場合、データベアラの変更（又は解放）をＵＥ１０
０に通知するためのＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメ
ッセージをＵＥ１００に送信する。
【０２９１】
　また、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＡＰ３００にＷ
－ＲＬＦ報告を送信してもよい。ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦ報告に基づいて、セルラ・Ｗ
ＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を（一時的に）停止できる。ＡＰ３００は
、キャリアセンスを行って、干渉電力量が閾値未満になった場合に、セルラ・ＷＬＡＮア
グリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信を再開できる。なお、ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦ報
告に基づいて、ＡＰ３００が決定できるパラメータ（例えば、Ｗ－ＲＬＦを検知するため
のタイマ、Ｗ－ＲＬＦを検知するための閾値など）を設定（調整）することができる。
【０２９２】
　ここで、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいてＷＬＡＮ通信に
よりＵＥ１００に送信予定の下りデータを、例えば、直接的な通信路を介してＡＰ３００
に送信している。ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦが発生する前において、ｅＮＢ２００から受
信したＵＥ１００に送信予定の下りデータをＵＥ１００に送信する。一方、Ｗ－ＲＬＦが
発生している場合、ＡＰ３００が当該下りデータをＵＥ１００に送信しても、ＵＥ１００
は当該下りデータを受信できない可能性が高い。
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【０２９３】
　そこで、ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦが発生している場合、ＵＥ１００に未送信の下りデ
ータをｅＮＢ２００に送信してもよい。ＡＰ３００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンにおけるＷＬＡＮ通信用のデータベアラを解放する場合に、ＵＥ１００に未送信の下り
データをｅＮＢ２００に送信（転送）してもよい。或いは、ｅＮＢ２００は、ＡＰ３００
に送信済みの下りデータを既に削除（フラッシュ）している（削除済みの）場合（ＡＰ３
００に送信済みの下りデータを記憶していない場合）に、ＵＥ１００に未送信の下りデー
タの送信要求をＡＰ３００に送信する制御を行ってもよい。ｅＮＢ２００は、例えば、Ｗ
ＬＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔなどに下りデータの送信要求を含めてもよい。或いは、ｅＮＢ２００は、セル
ラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの対象となるＵＥ１００の情報の解放を要求するＵＥ　Ｃ
ｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｌｅａｓｅに下りデータの送信要求を含めてもよい。ＡＰ３００は、
下りデータの送信要求を受信した場合に、未送信の下りデータをｅＮＢ２００に送信（転
送）してもよい。ｅＮＢ２００は、ＡＰ３００から受信した未送信の下りデータをＵＥ１
００に送信する。
【０２９４】
　なお、ＵＥ１００は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断した場合、受信（又は送信）できて
いないデータ（或いは、受信（又は送信）できているデータ）をｅＮＢ２００に知らせる
ための制御情報（Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＰＤＵ、例えば、ＰＤＣＰ／ＲＬＣ　Ｓｔａｔｕｓ　
ＰＤＵ）をｅＮＢ２００に送信してもよい。ｅＮＢ２００は、当該制御情報に基づいて、
該当するデータをＵＥ１００に送信（又は受信）する制御を行う。
【０２９５】
　また、ＵＥ１００は、Ｗ－ＲＬＦが解消した（Ｗ－ＲＬＦが所定期間発生していない）
と判断した場合、ＷＬＡＮ通信における無線リンク障害が解消したことを示す無線リンク
障害解消報告（以下、Ｗ－ＲＬＲ（ＷＬＡＮ　Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｒｅｃｏｖｅｒｅ
ｄ）報告）をｅＮＢ２００に送信してもよい。例えば、ＵＥ１００は、上述のＷ－ＲＬＦ
の判断基準に基づいて、Ｗ－ＲＬＦが所定期間発生していないと判断した場合に、Ｗ－Ｒ
ＬＲ報告をｅＮＢ２００に送信することができる。ｅＮＢ２００は、Ｗ－ＲＬＲ報告を受
信した場合、ＷＬＡＮ通信における無線リンク状況を把握することができる。その結果、
ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮ通信アグリゲーションにおける上り送信比率・下り送
信比率を適切に決定したり、セルラ・ＷＬＡＮ通信アグリゲーションに関する設定の制御
を適切に行うことができるため、セルラ・ＷＬＡＮ通信アグリゲーションを効率よく制御
することができる。
【０２９６】
　［第９実施形態の変更例２］
　次に、第９実施形態の変更例２について説明する。第９実施形態の変更例１では、セル
ラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを実行中のＡＰ３００が、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断す
るケースについて説明する。ＵＥ１００と同様の部分は、説明を適宜省略する。
【０２９７】
　ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断した場合、Ｗ－ＲＬＦ報告を、例えば、直
接的な通信路を用いてｅＮＢ２００に送信する。ＡＰ３００は、上述したＵＥ１００と同
様に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断できる。Ｗ－ＲＬＦ報告は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと
判断された理由及びＡＰ３００が測定したＷＬＡＮ通信に関する最新の測定結果（例えば
、キャリアセンス結果、ＵＥ１００からの参照信号の受信強度など）の少なくともいずれ
かの情報を含んでもよい。
【０２９８】
　Ｗ－ＲＬＦ報告を受信したｅＮＢ２００は、Ｗ－ＲＬＦ報告に対する応答として、ＷＬ
ＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ又はＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔをＡＰ３００に送信してもよい。また、Ｗ－ＲＬＦ報告を受信したｅＮＢ２０
０は、ＵＥ１００に未送信の下りデータの送信要求を含むＷ－ＲＬＦ報告に対する応答を
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ＡＰ３００に送信してもよい。
【０２９９】
　また、ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判断した場合、セルラ・ＷＬＡＮアグリ
ゲーションにおけるＷＬＡＮ通信用のデータベアラを解放するための要求（ＷＬＡＮ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ）、又は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおける
ＷＬＡＮ通信用のデータベアラを別のデータベアラに変更するための要求（ＷＬＡＮ　Ｍ
ｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ）を、例えば、直接的な通信路を用いてｅＮ
Ｂ２００に送信してもよい。この場合、ＡＰ３００は、Ｗ－ＲＬＦ報告の送信を省略して
もよい。
【０３００】
　ｅＮＢ２００は、ＷＬＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄに基づいて、ＷＬＡＮ
　Ｒｅｌｅａｓｅ　ＲｅｑｕｅｓｔをＡＰ３００に送信してもよい。また、ｅＮＢ２００
は、ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄに基づいて、ＷＬＡＮ　Ｍ
ｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ＲｅｑｕｅｓｔをＡＰ３００に送信してもよい。
【０３０１】
　なお、ＡＰ３００は、上述したＵＥ１００と同様に、Ｗ－ＲＬＦが所定期間発生してい
ない判断した場合、Ｗ－ＲＬＲ報告をｅＮＢ２００に送信してもよい。
【０３０２】
　［第１０実施形態］
　次に、第１０実施形態について説明する。第１０実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主
導型の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動
作環境は、第１実施形態と同様である。
【０３０３】
　以下において、第１０実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第９実施形態に
係る動作との相違点を主として説明する。
【０３０４】
　第１０実施形態は、ＵＥ１００のユーザの契約状況の観点から、セルラ・ＷＬＡＮアグ
リゲーションを許容する条件に関する。セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションは、スループ
ット増大を図ることができるものの、ネットワーク側負荷は大きくなる。よって、契約者
クラス（ＧｏＳ：Ｇｒａｄｅ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に応じて、セルラ・ＷＬＡＮアグ
リゲーションが許容されるＵＥ１００を限定することが好ましい。
【０３０５】
　第１０実施形態では、セルラネットワーク（ｅＮＢ２００又はＡＮＤＳＦサーバ）は、
セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容又は禁止される契約者クラスを示す契約者クラ
ス情報をＵＥ１００に送信する。例えば、４種類の契約者クラスが規定されている場合、
セルラネットワークは、２ビットの情報を契約者クラス情報として送信する。当該情報は
、「００」、「０１」、「１０」、「１１」の４パターンである。「００」は最も低い契
約者クラスであり、「１１」は最も高い契約者クラスである。
【０３０６】
　ＵＥ１００は、セルラネットワークから受信した契約者クラス情報と自ＵＥ１００の契
約者クラスとに基づいて、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容されるか否かを判断
する。例えば、自ＵＥ１００の契約者クラスが「１１」であり、セルラ・ＷＬＡＮアグリ
ゲーションが許容される契約者クラスとして「１１」が指定された場合、ＵＥ１００は、
セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容されると判断する。
【０３０７】
　図２４は、第１０実施形態に係るＵＥ１００の動作を示す図である。
【０３０８】
　図２４に示すように、ステップＳ１００１において、ＵＥ１００は、セルラネットワー
クから契約者クラス情報を受信する。
【０３０９】
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　ステップＳ１００２において、ＵＥ１００は、契約者クラス情報と自ＵＥ１００の契約
者クラスとに基づいて、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容されるか否かを判断す
る。
【０３１０】
　セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが禁止されると判断した場合、ステップＳ１００３
において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを無効化する。
【０３１１】
　一方、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが許容されると判断した場合、ステップＳ１
００４において、ＵＥ１００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを有効化する。
【０３１２】
　［第１１実施形態］
　次に、第１１実施形態について説明する。第１１実施形態に係るシステム構成、ＵＥ主
導型の切り替え制御の基本動作、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの基本動作、及び動
作環境は、第１実施形態と同様である。
【０３１３】
　以下において、第１１実施形態に係る動作について、第１実施形態乃至第１０実施形態
に係る動作との相違点を主として説明する。
【０３１４】
　第１１実施形態は、ＵＥ主導型の切り替え制御に変更を加えることなく、セルラ・ＷＬ
ＡＮアグリゲーションを可能とするための方法に関する。
【０３１５】
　第１１実施形態では、ＵＥ１００は、ＵＥ主導型の切り替え制御を行う。ＵＥ１００は
、セルラネットワークから特定のＷＬＡＮ識別子が指定されており、特定のＷＬＡＮ識別
子に対応するＷＬＡＮ通信に切り替えた場合、セルラ通信により、切り替え通知をｅＮＢ
２００に送信する。特定のＷＬＡＮ識別子は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションをサポ
ートするノードに割り当てられているＷＬＡＮ識別子である。特定のＷＬＡＮ識別子の指
定方法は、上述した実施形態と同様である。ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００からの切り替え
通知に応じて、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する制御を行う。
【０３１６】
　図２１を流用して、第１１実施形態に係る動作を説明する。ここでは、ＵＥ１００が、
ＵＥ主導型の切り替え制御により、セルラ通信から、特定のＷＬＡＮ識別子に対応するＷ
ＬＡＮ通信に切り替えた場合を想定する。
【０３１７】
　図２１に示すように、ステップＳ７０１において、ＵＥ１００は、特定のＷＬＡＮ識別
子に対応するＷＬＡＮ通信に切り替えたことを示す通知を、セルラ通信によりＥ－ＵＴＲ
ＡＮ１０（ｅＮＢ２００）に送信する。
【０３１８】
　ステップＳ７０２において、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ＵＥ１００からの通知に応じて、
セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始するための設定情報をＵＥ１００に送信する。
【０３１９】
　ステップＳ７０３において、ＵＥ１００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０からの設定情報に基づ
いてセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを開始する。
【０３２０】
　［その他の実施形態］
　上述した各実施形態では、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションが同一データベアラに属
するトラフィックをセルラ通信及びＷＬＡＮ通信を併用して送受信する技術である一例を
説明した。しかしながら、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションは、異なるデータベアラに
属するトラフィックをセルラ通信及びＷＬＡＮ通信を併用して送受信するものであっても
よい。例えば、ベアラ１及びベアラ２をセルラ通信（ＬＴＥ通信）で送受信しつつ、ベア
ラ３及びベアラ４をＷＬＡＮ通信で送受信してもよい。



(38) JP 6174263 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

【０３２１】
　上述した各実施形態では、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、同一データベ
アラに属するトラフィックをＲＬＣ層で分割・再構築する一例を説明した。しかしながら
、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおいて、同一データベアラに属するトラフィック
をＭＡＣ層で分割・結合してもよい。図２５は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションの他
の例を示す図である。図２５に示すように、ＬＴＥ　ＭＡＣ層は、ＭＡＣ　ＰＤＵ単位で
送受信の経路（ＬＴＥ／ＷＬＡＮ）を変更するための（Ｄｅ）－Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ機能を有する。
【０３２２】
　上述した第６実施形態では、同一の（又は異なる）データベアラに属するトラフィック
をｅＮＢ２００とＵＥ１００と間のセルラ通信、及び、ＡＰ３００（又はセルラ・ＷＬＡ
Ｎ一体型ｅＮＢ２００）とＵＥ１００との間のＷＬＡＮ通信、を併用して送受信するセル
ラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを例に挙げて説明したが、これに限られない。同一の又は
異なるデータベアラに属するトラフィックをｅＮＢ２００とＵＥ１００との間のセルラ通
信（以下、第１のセルラ通信）、及び、ｅＮＢ２００と直接的なインターフェイス（Ｘ２
インターフェイス）を介して接続する他のｅＮＢ（ＳｅＮＢ）２００とＵＥ１００との間
のセルラ通信（以下、第２のセルラ通信）、を併用して送受信する二重接続方式（Ｄｕａ
ｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）において、第６実施形態及び変更例１、２と同様の動作
が実行されてもよい。
【０３２３】
　ここで、二重接続方式では、ＵＥ１００は、ｅＮＢ（ＭｅＮＢ）２００とＲＲＣ接続を
確立しており、他のｅＮＢ（ＳｅＮＢ）２００とＲＲＣ接続を確立せずに、ユーザデータ
の送受信のために用いられる無線ベアラ（データベアラ）を確立している。
【０３２４】
　ｅＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００でない場合、セルラ・ＷＬＡＮア
グリゲーションにおいて用いられるデータベアラと二重接続方式において用いられるデー
タベアラとは、同一の通信経路である。具体的には、これらのデータベアラは、ｅＮＢ２
００において分割するデータベアラであり、分割した一方のデータベアラは、ｅＮＢ２０
０を介しＡＰ３００（又は他のｅＮＢ２００）を介さないデータベアラであり、分割した
他方のデータベアラは、ｅＮＢ２００とＡＰ３００（又は他のｅＮＢ２００）とを介する
データベアラである。
【０３２５】
　二重接続方式を実行中のｅＮＢ２００は、ＵＥ１００の未送信データ量を示すバッファ
状態報告をＵＥ１００から受信してもよい。ｅＮＢ２００は、バッファ状態報告に基づい
て、第１のセルラ通信の上りリンクにおいてＵＥ１００に割り当てる無線リソースと第２
のセルラ通信の上りリンクにおいてＵＥ１００に割り当てる無線リソースとの比率を決定
してもよい。
【０３２６】
　また、二重接続方式を実行中のＵＥ１００は、第１のセルラ通信における未送信データ
を記憶する第１バッファと、第２のセルラ通信における未送信データを記憶する第２バッ
ファと、を有してもよい。
【０３２７】
　また、二重接続方式を実行中のｅＮＢ２００は、二重接続方式を実行中のＵＥ１００に
対して、第１のセルラ通信によるＵＥ１００の送信データ量と第２のセルラ通信によるＵ
Ｅ１００の送信データ量との比率である上り送信比率を設定する制御情報を送信してもよ
い。
【０３２８】
　また、ｅＮＢ２００は、二重接続方式を実行中のＵＥ１００に対して、第１のセルラ通
信によるＵＥ１００の送信データ量と第２のセルラ通信によるＵＥ１００の送信データ量
との比率である上り送信比率を設定する制御情報を送信してもよい。
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【０３２９】
　また、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００が、二重接続方式を実行中である場合に、第１のセ
ルラ通信によって受信に成功したＵＥ１００からのデータユニットの数と第２のセルラ通
信によって受信に成功したＵＥ１００からのデータユニットの数とに基づいて、第１のセ
ルラ通信によるＵＥ１００への送信データ量と第２のセルラ通信によるＵＥ１００への送
信データ量との比率を決定してもよい。
【０３３０】
　上述した第６及び第９実施形態では、ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００から受信したＷ－Ｒ
ＬＦ報告に基づいて、Ｗ－ＲＬＦの発生を検知していたが、これに限られない。例えば、
ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信により受信さ
れるべきデータが所定時間受信できていない場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判定しても
よい。また、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションにおけるＷＬＡＮ通信
により受信されるべきデータのＡｃｋが所定時間受信できていない場合に、Ｗ－ＲＬＦが
発生したと判定してもよい。或いは、ｅＮＢ２００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーショ
ンにおけるＷＬＡＮ通信により受信されるべきデータのうち、所定間隔のＳＮ（Ｓｅｑｕ
ｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）に対応するデータ（例えば、ＳＮ値がｎ～ｎ＋ｍに対応するデ
ータ）が受信できていない場合に、Ｗ－ＲＬＦが発生したと判定してもよい。また、ｅＮ
Ｂ２００は、所定間隔のＳＮに対応するデータのＡｃｋが受信できていない場合に、Ｗ－
ＲＬＦが発生したと判定してもよい。このように、ｅＮＢ２００は、自律的にＷ－ＲＬＦ
が発生したと判定した場合であっても、上述した第６及び第９実施形態の動作を実行でき
る。
【０３３１】
　上述した各実施形態において、ｅＮＢ２００がセルラ・ＷＬＡＮ一体型ｅＮＢ２００で
ない場合、ＡＰ３００は、セルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを制御するエンティティ（
レイヤ／機能部）であるアグリゲーションエンティティ（以下、ＡＧエンティティ）を有
していてもよい。ｅＮＢ２００は、ＡＰ３００内のＡＧエンティティと、直接的な通信路
を用いて、所定の情報のやり取りを行うことができる。例えば、上述した第９実施形態の
変更例１、２において、ｅＮＢ２００は、Ｗ－ＲＬＦ報告、ＷＬＡＮ　Ｒｅｌｅａｓｅ　
Ｒｅｑｕｉｒｅｄ、ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ＲｅｑｕｉｒｅｄなどをＡＧ
エンティティから受信してもよいし、Ｗ－ＲＬＦ報告に対する応答、ＷＬＡＮ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ＷＬＡＮ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ、ＵＥ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｌｅａｓｅ、下りデータの送信要求、などをＡＧエンティティに
送信してもよい。
【０３３２】
　或いは、（複数の）ＡＰ３００を制御するノード（例えば、ＡＣ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｅｒ）が、ＡＧエンティティを有していてもよい。ｅＮＢ２００は、ＡＣ内の
ＡＧエンティティと、直接的な通信路を用いて、所定の情報のやり取りを行うことができ
る。或いは、ｅＮＢ２００は、ＡＧエンティティを有していてもよい。ｅＮＢ２００は、
ＡＧエンティティにセルラ・ＷＬＡＮアグリゲーションを制御させてもよい。
【０３３３】
　上述した各実施形態に係る動作は別個独立して行う場合に限らず、２以上の実施形態に
係る動作を組み合わせて行ってもよい。
【０３３４】
　上述した各実施形態では、セルラ通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明した
が、ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本出願
の内容を適用してもよい。
【０３３５】
　なお、日本国特許出願第２０１４－１５０６７５号（２０１４年７月２４日出願）及び
日本国特許出願第２０１４－２４０６４５号（２０１４年１１月２７日出願）の全内容が
、参照により、本願明細書に組み込まれている。
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【産業上の利用可能性】
【０３３６】
　以上のように、本実施形態に係るユーザ端末及び基地局によれば、セルラ・ＷＬＡＮア
グリゲーションが導入された場合に効率的な制御を実現できるため、移動通信分野におい
て有用である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図２０】 【図２１】
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